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(57)【要約】
　システムは、医療従事者が医療処置中に、医療関連情
報とインタラクトすることを可能にする。このシステム
は、ユーザインタフェースメニュー画像を投影面上に投
影するためのプロジェクタと、投影面を含む検知ボリュ
ーム内の物体の３次元位置情報をキャプチャするための
３次元光学撮像システムと、３次元光学撮像システムか
ら３次元位置情報を受け取するべく接続され、３次元光
学撮像システムと投影面との間の空間において医療従事
者によって作られる１つまたは複数のジェスチャーを、
投影されるユーザインタフェースメニュー画像に対する
ジェスチャーの位置に基づいて解釈するように構成され
ているコントローラとを備える。このコントローラは、
ディスプレイに画像をレンダリングさせるべく、ディス
プレイに接続可能であり、ディスプレイに、解釈された
ジェスチャーに少なくとも部分的に基づく医療関連情報
を含む画像をレンダリングさせるように構成されている
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にするためのシ
ステムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面上に投影するためのプロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体に関する３次元位置情報をキャプチャ
するための３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続されているコ
ントローラであって、前記３次元光学撮像システムと前記投影面との間の空間において前
記医療従事者が作る１つまたは複数のジェスチャーを、投影されている前記ユーザインタ
フェースメニュー画像に対する前記ジェスチャーの位置に少なくとも部分的に基づいて解
釈するように構成されている、コントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、ディスプレイに画像をレンダリングさせるべく、前記ディスプレ
イに接続可能であり、前記ディスプレイに、医療関連情報を含む画像をレンダリングさせ
るように構成され、前記画像および前記医療関連情報のうち少なくとも１つは、解釈され
た前記ジェスチャーに少なくとも部分的に基づく、
　システム。
【請求項２】
　プロジェクタ、前記３次元光学撮像システム、および、前記ディスプレイは、前記医療
処置が実施されている無菌環境内に位置する、請求項１、または、本願の他のいずれかの
請求項に記載のシステム。
【請求項３】
　前記投影面は、ほぼ横方向の表面を含む、請求項１から２のいずれか一項、または、本
願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項４】
　前記投影面は、前記医療処置を受けている患者が位置する手術台の一部を含む、請求項
１から３のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記投影面は、前記医療処置において使用するための複数の器具を保持するためのサイ
ドテーブルの、ほぼ横方向の表面を含む、請求項１から３のいずれか一項、または、本願
の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記医療従事者によって作られる前記複数のジェスチャーは、前記医療従事者の手のう
ち少なくとも１つによって作られる複数の動きを含む、請求項１から５のいずれか一項、
または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記３次元光学撮像システムから受け取った前記３次元位置情報
に少なくとも部分的に基づいて、前記ジェスチャーが、複数のジェスチャーを含むジェス
チャーボキャブラリーの中の、特定のジェスチャーであることを解釈するように構成され
ている、請求項１から６のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の
システム。
【請求項８】
　前記ユーザインタフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンを含み、各ユーザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュ
ー画像の異なる部分を占め、対応する機能に関連付けられている、請求項１から７のいず
れか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項９】
　各ユーザインタフェース画像セクションは、対応する機能に関連付けられた、表示され
るグラフィックおよび／またはテキストを含む、請求項８、または、本願の他のいずれか
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の請求項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされた前記位置
情報に基づいて、前記医療従事者によって作られる特定のジェスチャーを、前記複数のユ
ーザインタフェース画像セクションの特定の１つの上にある前記ジェスチャーの位置に基
づく、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応す
る機能との選択として解釈するよう構成されている、請求項８から９のいずれか一項、ま
たは、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記コントローラは、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされた前記位置
情報に基づいて、前記医療従事者によって作られる特定のジェスチャーを、前記複数のユ
ーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つからの前記ジェスチャーの近接度に
基づく、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つと、前記対応する
機能との選択として解釈するよう構成されている、請求項８から１０のいずれか一項、ま
たは、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記医療従事者が作るジェスチャーを、前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションのうち前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択として
解釈した後で、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされた前記位置情報に基
づいて、前記医療従事者が作る１つまたは複数の更なるジェスチャーを、前記ディスプレ
イ上に表示される前記医療関連情報とインタラクトするための１つまたは複数の対応する
コマンドを含むものと解釈するように構成され、前記ディスプレイに、前記ディスプレイ
上にレンダリングされる前記医療関連情報上で、１つまたは複数の対応するコマンドを有
効にさせる、請求項１０から１１のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、
　前記プロジェクタに、サブメニュー画像を前記投影面上に投影させることであって、前
記サブメニュー画像は、複数のサブメニュー画像セクションを含み、各サブメニュー画像
セクションは、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する１つに関連付けられて
いる、前記サブメニュー画像の異なる部分を占める、投影させること、および、
　前記医療従事者によって作られる、前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、前記
複数のサブメニューインタフェースセクションの特定の１つに対する前記１つまたは複数
の更なるジェスチャーの位置に基づく、前記複数のサブメニューインタフェースセクショ
ンの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する１つとの選択
を含むものとして解釈することによって、
　前記医療従事者が作る前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、１つまたは複数の
対応するコマンドを含むものと解釈するように構成される、請求項１２、または、本願の
他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１４】
　各サブメニュー画像セクションは、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する
１つに関連付けられた、表示されるグラフィックおよび／またはテキストを含む、請求項
１３、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジ
ェスチャーを、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つの上
の、前記１つまたは複数の更なるジェスチャーの前記位置に基づく、前記複数のサブメニ
ューインタフェースセクションの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマ
ンドの前記対応する１つとの前記選択を含むものとして解釈するように構成されている、
請求項１３から１４のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシス
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テム。
【請求項１６】
　前記コントローラは、前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジ
ェスチャーが、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つに対
する前記１つまたは複数の更なるジェスチャーの近接度に基づく、前記複数のサブメニュ
ーインタフェースセクションの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマン
ドの前記対応する１つとの前記選択を含むものと解釈するよう構成されている、請求項１
３から１５のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像をズ
ームインするズームインコマンドと、前記ディスプレイ上に表示される画像をズームアウ
トするズームアウトコマンドとを含む、請求項１２から１６のいずれか一項、または、本
願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される複数の画
像を第１方向にスクロールすること、および、ディスプレイ上に表示される画像を第２方
向にスクロールすることを含む、請求項１２から１７のいずれか一項、または、本願の他
のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像の周
囲で様々な方向にパンニングすることを含む、請求項１２から１７のいずれか一項、また
は、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、第１方向コマンド、および、前記第１方向
コマンドと逆方向である第２方向コマンドを含む、請求項１２から１９のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１方向コマンドは、第１方向の第１ジェスチャーに関連付けられ、前記第２方向
コマンドは、第２方向の第２ジェスチャーに関連付けられ、前記第１方向および前記第２
方向は、互いに対してほぼ逆である、請求項２０、または、本願の他のいずれかの請求項
に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コントローラは、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされる前記位置
情報に基づいて、前記第１方向における前記ジェスチャーに関連付けられた動きの量と、
前記第１方向における前記ジェスチャーの位置と、前記第１方向における前記ジェスチャ
ーの速度とのうち、少なくとも１つに基づく、前記第１ジェスチャーに関連付けられた大
きさメトリックを決定するように構成されている、請求項２１、または、本願の他のいず
れかの請求項に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コントローラは、前記ディスプレイに、前記大きさメトリックに基づいて、前記デ
ィスプレイ上にレンダリングされる前記医療関連情報上で、１つまたは複数の対応するコ
マンドを有効にさせるよう構成されている、請求項２２、または、本願の他のいずれかの
請求項に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドの各々は、方向性および大きさメトリックを含
み、前記コントローラは、前記ディスプレイに、前記１つまたは複数の対応するコマンド
の前記対応する１つの前記方向性および前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプ
レイ上にレンダリングされる前記医療関連情報上で、前記１つまたは複数の対応するコマ
ンドの前記対応する１つを有効にさせるよう構成されている、請求項１３から１９のいず
れか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。



(5) JP 2017-533487 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

【請求項２５】
　前記特定のジェスチャーは、前記投影面の閾値距離内にある位置へ前記医療従事者の手
の１つを動かすことを含む、請求項１０から２４のいずれか一項、または、本願の他のい
ずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記閾値距離は、前記投影面に関連付けられた基準点に対して決定され、前記基準点は
、前記３次元光学撮像システムにもっとも近い、前記投影面上の点を含む、請求項２５ま
たは本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記閾値距離は、前記投影面に関連付けられた基準点に対して決定され、前記基準点は
、前記投影面上の複数の点の平均を含む、請求項２５または本願の他のいずれかの請求項
に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記閾値距離は、前記検知ボリュームにおけるベッドの検出に基づく、前記投影面の前
記位置の推定に対して決定される、請求項２５または本願の他のいずれかの請求項に記載
のシステム。
【請求項２９】
　前記コントローラは、前記医療従事者によって作られる前記特定のジェスチャーを、前
記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つおよび前記対応する機能
の前記選択として解釈した後で、前記プロジェクタに、前記複数のユーザインタフェース
画像セクションの前記特定の１つ、および、前記対応する機能が選択されたという表示を
、前記ユーザインタフェースメニュー画像内に投影させるように構成されている、請求項
１０から２８のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記コントローラは、前記プロジェクタに、前記表示を前記ユーザインタフェースメニ
ュー画像内に投影させるように構成され、前記医療従事者の身体の一部、および、前記医
療従事者によって使用されている器具の１つまたは複数に、前記表示を含む前記ユーザイ
ンタフェースメニュー画像の一部を投影するよう構成されている、請求項２９、または、
他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記投影面は、不規則（例えば、非平面、または、ほぼ横方向であるが完全な横方向で
はない）な表面形状を含み、前記コントローラは、前記プロジェクタに、前記３次元光学
撮像システムによってキャプチャされた前記位置情報に基づいて、前記ユーザインタフェ
ースメニュー画像の前記投影を調節し、前記投影面の前記不規則な表面形状を補償させる
ように構成されている、請求項１から３０のいずれか一項、または、本願の他のいずれか
の請求項に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記コントローラは、前記プロジェクタに、前記３次元光学撮像システムによってキャ
プチャされた位置情報に基づいて、前記投影面の前記不規則な表面形状のモデルを作成し
、前記モデルに基づいて、前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節させ
るように構成されている、請求項３１、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシ
ステム。
【請求項３３】
　前記投影面の前記不規則な表面形状は、患者の身体の存在によって生じる不規則性と、
手術台の複数の被覆（例えば、シーツ）の存在によって生じる複数の不規則性と、１つま
たは複数の医療器具の存在によって生じる複数の不規則性とのうち１つまたは複数を含む
、請求項３１から３２のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載のシ
ステム。
【請求項３４】
　前記コントローラは、前記ディスプレイに、解釈された前記ジェスチャーに少なくとも
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部分的に基づいて、医療関連情報を含む複数の画像の中の、医療関連情報を含む特定の画
像をレンダリングさせるように構成されている、請求項１から３３のいずれか一項、また
は、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記コントローラは、前記投影面の反射率と、前記投影面の色とのうち少なくとも１つ
を示す測定データに基づいて前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節す
るように構成されている、請求項１から３４のいずれか一項、または、本願の他のいずれ
かの請求項に記載のシステム。
【請求項３６】
　本明細書に開示されている、他のいずれかの特徴、複数の特徴のコンビネーション、ま
たは、複数の特徴のサブコンビネーションを含む、請求項１から３５のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項３７】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にする方法であ
って、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体に関する３次元位置情報をキャプチャ
する段階と、
　投影される前記ユーザインタフェースメニュー画像に対する前記ジェスチャーの位置に
少なくとも部分的に基づいて、前記医療従事者によって作られる１つまたは複数のジェス
チャーを含む前記３次元位置情報を解釈する段階と、
　ディスプレイに医療関連情報を含む画像をレンダリングさせる段階であって、前記画像
および前記医療関連情報の少なくとも１つは、解釈された前記ジェスチャーに少なくとも
部分的に基づく、段階と
　を含む、方法。
【請求項３８】
　前記投影面は、ほぼ横方向の表面を含む、請求項３７または本願の他のいずれかの請求
項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記投影面は、前記医療処置を受けている患者が位置する手術台の一部を含む、請求項
３７から３８のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記医療従事者によって作られる前記ジェスチャーは、前記医療従事者の手のうち少な
くとも１つによって作られる複数の動きを含む、請求項３７から３９のいずれか一項、ま
たは、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記３次元位置情報に少なくとも部分的に基づいて、前記ジェスチャーを、複数のジェ
スチャーを含むジェスチャーボキャブラリーの中の特定のジェスチャーであると解釈する
ことを含む、請求項３７から４０のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項
に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ユーザインタフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンを含み、各ユーザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュ
ー画像の異なる部分を占め、対応する機能に関連付けられている、請求項３７から４１の
いずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４３】
　各ユーザインタフェース画像セクションについて、対応する機能に関連付けられている
グラフィックおよび／またはテキストを前記投影面上に投影する段階を含む、請求項４２
または本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４４】
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　前記３次元位置情報に基づいて、前記医療従事者によって作られる特定のジェスチャー
を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つの上にある前記ジ
ェスチャーの位置に基づく、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１
つと、前記対応する機能との選択として解釈する段階を含む、請求項４２から４３のいず
れか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記３次元位置情報に基づいて、前記医療従事者によって作られる特定のジェスチャー
を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つに対する前記ジェ
スチャーの近接度に基づく、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１
つと、前記対応する機能との選択として解釈する段階を含む、請求項４２から４４のいず
れか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応する機
能との前記選択として解釈する段階の後で、前記３次元位置情報に基づいて、前記医療従
事者によって作られるジェスチャーを、前記医療従事者によって作られる１つまたは複数
の更なるジェスチャーを、前記ディスプレイ上に表示される前記医療関連情報とインタラ
クトするための１つまたは複数の対応するコマンドを含むものとして解釈する段階と、前
記ディスプレイに、前記ディスプレイ上にレンダリングされる前記医療関連情報上で、そ
れらの１つまたは複数の対応するコマンドを有効にさせる段階とを含む、請求項４４から
４５のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４７】
　サブメニュー画像を前記投影面に投影する段階であって、前記サブメニュー画像は、複
数のサブメニュー画像セクションを含み、各サブメニュー画像セクションは、前記１つま
たは複数の対応するコマンドの対応する１つに関連付けられている前記サブメニュー画像
の異なる部分を占める、段階と、
　前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、前記複
数のサブメニューインタフェースセクションの特定の１つに対する前記１つまたは複数の
更なるジェスチャーの位置に基づいて、前記複数のサブメニューインタフェースセクショ
ンの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する１つとの選択
を含むものとして解釈する段階とによって、
　前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、１つま
たは複数の対応するコマンドを含むものとして解釈する段階を含む、請求項４６または本
願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４８】
　各サブメニュー画像セクションについて、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対
応する１つに関連付けられているグラフィックおよび／またはテキストを表示する段階を
含む、請求項４７または本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、前記複
数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つの上にある前記１つまたは
複数の更なるジェスチャーの前記位置に基づく、前記複数のサブメニューインタフェース
セクションの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する
１つとの前記選択を含むものとして解釈する段階を含む、請求項４７から４８のいずれか
一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５０】
　前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、前記複
数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つに対する前記１つまたは複
数の更なるジェスチャーの近接度に基づく、前記複数のサブメニューインタフェースセク
ションの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する１つ
との前記選択を含むものとして解釈する段階を含む、請求項４７から４９のいずれか一項
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、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５１】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像をズ
ームインするためのズームインコマンドと、前記ディスプレイ上に表示される画像をズー
ムアウトするためのズームアウトコマンドとを含む、請求項４６から５０のいずれか一項
、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５２】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される複数の画
像の第１方向へのスクロールと、ディスプレイ上に表示される複数の画像の第２方向への
スクロールとを含む、請求項４６から５１のいずれか一項、または、本願の他のいずれか
の請求項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像の周
囲の様々な方向でのパンニングを含む、請求項４６から５２のいずれか一項、または、本
願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、第１方向コマンドと、前記第１方向コマン
ドと逆方向の第２方向コマンドとを含む、請求項４６から５３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５５】
　前記第１方向コマンドは、第１方向での第１ジェスチャーに関連付けられ、前記第２方
向コマンドは、第２方向での第２ジェスチャーに関連付けられ、前記第１方向および前記
第２方向は、互いにほぼ逆の向きである、請求項５４または本願の他のいずれかの請求項
に記載の方法。
【請求項５６】
　前記３次元位置情報に基づいて、前記第１方向での前記ジェスチャーに関連付けられた
動きの量と前記第１方向での前記ジェスチャーの位置と、前記第１方向での前記ジェスチ
ャーの速度との、少なくとも１つに基づき、前記第１ジェスチャーに関連付けられた大き
さメトリックを判定する段階を含む、請求項５５、または、本願の他のいずれかの請求項
に記載の方法。
【請求項５７】
　前記ディスプレイに、前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプレイ上にレンダ
リングされた前記医療関連情報上で、１つまたは複数の対応するコマンドを有効にさせる
段階を含む、請求項５６、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５８】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドの各々は、方向性および大きさメトリックを含
み、前記方法は、前記ディスプレイに、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対
応する１つの前記方向性および前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプレイ上で
レンダリングされる前記医療関連情報上で、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前
記対応する１つを有効にさせる段階を含む、請求項４７から５３のいずれか一項、または
、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項５９】
　前記特定のジェスチャーは、前記医療従事者の手の１つを、前記投影面の閾値距離内の
位置へ動かす段階を含む、請求項４４から５８のいずれか一項、または、本願の他のいず
れかの請求項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記医療従事者によって作られる前記特定のジェスチャーを、前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択として解釈
した後で、前記プロジェクタに、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つと、前記対応する機能とが選択されたという表示を、前記ユーザインタフェー
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スメニュー画像内に投影させる段階を含む、請求項４４から５９のいずれか一項、または
、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項６１】
　前記プロジェクタに、前記ユーザインタフェースメニュー画像内に前記表示を投影させ
る段階、および、前記医療従事者の身体の一部および前記医療従事者によって使用されて
いる器具のうち、１つまたは複数に、前記表示を含む前記ユーザインタフェースメニュー
画像の一部を投影する段階を含む、請求項６０または他のいずれかの請求項に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記ディスプレイに、解釈された前記ジェスチャーに少なくとも部分的に基づいて、医
療関連情報を含む複数の画像の中の、医療関連情報を含む特定の画像をレンダリングさせ
る段階を含む、請求項３７から６１のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求
項に記載の方法。
【請求項６３】
　前記投影面の反射率、および、前記投影面の色のうち、少なくとも１つを示す測定デー
タに基づいて、前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節する段階を含む
、請求項３７から６２のいずれか一項、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方
法。
【請求項６４】
　本明細書に開示されている、他のいずれかの特徴、特徴のコンビネーション、または、
特徴のサブコンビネーションを含む、請求項３７から６３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６５】
　外科的処置を実施するためのシステムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面上に投影するためのプロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャするた
めの３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続され、投影さ
れる前記ユーザインタフェースメニュー画像に対するジェスチャーの位置に基づいて、前
記３次元光学センサと前記投影面との間の空間において前記医療従事者が作る１つまたは
複数の前記ジェスチャーを解釈するように構成されたコントローラと、
　ディスプレイと
　を備え、
　前記コントローラは、前記ディスプレイ上に複数の画像を表示させるべく接続され、医
療関連情報を含む画像を前記ディスプレイ上に表示するように構成され、前記医療関連情
報は、解釈された前記ジェスチャーに少なくとも部分的に基づく、
　システム。
【請求項６６】
　請求項１から３６、または、本願の他のいずれかの請求項の他のいずれかの特徴、特徴
のコンビネーション、または、特徴のサブコンビネーションを含む、請求項６５、または
、本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項６７】
　本明細書に開示されている、他のいずれかの特徴、特徴のコンビネーション、または、
特徴のサブコンビネーションを含む、請求項６５から６６の何れか一項に記載のシステム
。
【請求項６８】
　外科的処置を実施するための方法であって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャする段
階と、
　前記３次元位置情報が、前記医療従事者によって作られる１つまたは複数のジェスチャ
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ーを含むということを、投影される前記ユーザインタフェースメニュー画像に対する前記
ジェスチャーの位置に基づいて解釈する段階と、
　解釈された前記ジェスチャーに少なくとも部分的に基づく、医療関連情報を含む画像を
表示する段階と
　を含む、方法。
【請求項６９】
　請求項３７から６４、または、本願の他のいずれかの請求項の他のいずれかの特徴、特
徴のコンビネーション、または、特徴のサブコンビネーションを含む、請求項６８または
本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項７０】
　本明細書に開示されている他のいずれかの特徴、特徴のコンビネーション、または、特
徴のサブコンビネーションを含む、請求項６８から６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７１】
　医療従事者が医療処置の間に医療関連情報とインタラクトすることを可能にするシステ
ムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影するためのプロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャするた
めの３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続され、前記投
影されるユーザインタフェースメニュー画像に対する前記ジェスチャーの位置に基づいて
、前記３次元光学撮像システムと前記投影面との間の空間において前記医療従事者によっ
て作られる１つまたは複数のジェスチャーを解釈するように構成されているコントローラ
と、
　ディスプレイと
　を備え、
　前記コントローラは、前記ディスプレイ上に複数の画像を表示させるべく接続され、医
療関連情報を含む画像を前記ディスプレイ上に表示するよう指示するように構成され、前
記医療関連情報は、解釈された前記ジェスチャーに少なくとも部分的に基づく、
　システム。
【請求項７２】
　請求項１から３５、または、本願の他のいずれかの請求項の、他のいずれかの特徴、複
数の特徴のコンビネーション、または、複数の特徴のサブコンビネーションを含む、請求
項７１または本願の他のいずれかの請求項に記載のシステム。
【請求項７３】
　本明細書に開示されている他のいずれかの特徴、特徴のコンビネーション、または、特
徴のサブコンビネーションを含む、請求項７１から７２のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項７４】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にする方法であ
って、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャする段
階と、
　投影される前記ユーザインタフェースメニュー画像に対する前記ジェスチャーの位置に
基づいて、前記医療従事者によって作られる１つまたは複数のジェスチャーを含む前記３
次元位置情報を解釈する段階と、
　医療関連情報を含む画像を表示する段階であって、前記画像は解釈された前記ジェスチ
ャーに少なくとも部分的に基づく、段階と
　を含む、方法。
【請求項７５】
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　請求項３７から６４、または、本願の他のいずれかの請求項の、他のいずれかの特徴、
複数の特徴のコンビネーション、または、複数の特徴のサブコンビネーションを含む、請
求項７４、または、本願の他のいずれかの請求項に記載の方法。
【請求項７６】
　本明細書に開示されている他のいずれかの特徴、複数の特徴のコンビネーション、また
は、複数の特徴のサブコンビネーションを含む、請求項７４から７５のいずれか一項に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本出願は、参照によって本明細書に組み込まれる、２０１４年８月１５日に申請された
米国特許出願第６２／０３８１５７号の利益および優先権を主張する。
【０００２】
　本明細書で開示される技術は、医療処置を実施するための方法およびシステムに関連し
、医療処置中にあれば望ましいことがある医療関連情報とインタラクトするための方法お
よびシステムに関連する。
【背景技術】
【０００３】
　医療処置（例えば、外科的処置など）実施中に、医療従事者（例えば、外科医、介入放
射線科医師、看護師、医療助手、他の医療技師など）に対し、医療関連情報を操作、およ
び／または、そうでなければ、インタラクトするための手段または能力を提供することへ
の需要が存在する。そのような所望の医療情報は、非限定的な例であるが、患者の身体の
放射線画像、血管造影画像、および、他の形態の画像、医療処置を受ける患者に関連する
他の情報、処置自体に関連する他の情報、ならびに、治療が行われる条件に関連する他の
情報などを含み得る。そのような所望の医療情報は、処置を実施する前および／または処
置を実施する間に取得され得て、医療従事者が画像誘導医療処置の間に治療計画を策定ま
たは変更することを可能にし得る。
【０００４】
　現在、放射線画像を操作、および／または、インタラクトするための処置中アクセスが
、手術用無菌環境の外に位置する制御室内のコンピュータワークステーション上で行われ
ている。そのようなワークステーションは、適切なネットワーク通信または他のデジタル
アクセス技術を介して、画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）、医用デジタル画像・通信シ
ステム（ＤＩＣＯＭ）、病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線医学情報システム（ＲＩＳ
）などにアクセスすることによって、患者に関連する画像データのアーカイブにアクセス
し得る。そのようなワークステーションは次に、適切なディスプレイ上に個別の画像を表
示し得て、従来のコンピュータベースのユーザインタフェースを介して（例えば、マウス
およびキーボード、ならびに、ソフトウェアで実施されるユーザインタフェースを使用す
ることで）画像を操作することを可能にし得る。ワークステーションは、手術用無菌環境
の外に位置するので、様々な画像にアクセスしたい放射線科医師は通常、（ａ）処置中に
１回または複数回、処置を中止すること、または、（ｂ）所望の画像にアクセスする作業
を技師に任せること（その技師は、放射線科医師の指示の下でワークステーションを操作
する必要がある）のうち、いずれかを行う必要がある。
【０００５】
　（ａ）の場合、画像誘導および解釈の目的で、非無菌制御室と無菌手術環境との間を行
き来する必要があるので、非無菌制御室から無菌環境へと汚染物質を意図せず移すことで
無菌環境を汚染するリスクが増加すること、手術を完了するのに必要な時間が延びること
、それにより、処置費用が増加すること、および／または、医療従事者の認知的焦点に干
渉し、それにより、患者に対する医療リスクを増加させることが起こり得る。（ｂ）の場
合、通常、放射線科医師と、ワークステーションを操作する技師との間の緊密なコミュニ
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ケーションが必要になる。関連情報についてのコミュニケーション（例えば、画像をどの
ように移動または拡大するか）は難しく、時間がかかり、複数の反復が必要となり得る。
このプロセスは、異なるソフトウェアプラットフォームを使用すること、ベンダー固有の
多層メニューを移動すること、キーボードおよびマウスを使用して３次元画像とインタラ
クトすることを行う必要性から、より難しくなり得る。
【０００６】
　処置中の計画および標的治療の確認を行うときに、多くの放射線画像に頼ることが増加
するに伴い、放射線科医師が無菌環境中で直観的、包括的、および、適時に大量の画像情
報（および／または他の医療関連情報）に迅速にアクセスし、それらを操作し、および／
または、そうでなければ、それらとインタラクトする能力を改善する解決策の考案に対す
る需要が一般的に存在する。
【０００７】
　上述の関連技術の例、および、それらに関連する制限は、例示を意図するものであり、
限定を意図とするものではない。関連技術の他の制限は、当業者が明細書を読み、図面を
検討することによって理解できるであろう。
【発明の概要】
【０００８】
　以下の実施形態およびそれらの態様は、システム、器具、および、方法と共に記載およ
び図示されているが、これらは例示および説明を目的としたものであり、範囲の限定を目
的としたものではない。様々な実施形態において、上述の問題の１つまたは複数は、減少
または消失しているが、他の実施形態は、他の改善を目的としている。
【０００９】
　本発明の態様は、投影されたユーザインタフェースメニュー画像とインタラクトするべ
く、医療従事者がジェスチャー（例えば、非接触式ジェスチャー）を使用して、医療処置
中に医療関連情報のアクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクトす
ることを可能にするシステムおよび方法を提供する。ジェスチャーは、医療従事者の手の
形、位置、または、動きに基づき得る。ジェスチャーは、投影されるユーザインタフェー
スメニュー画像（および／または、ユーザインタフェースメニュー画像が投影される投影
面）に対するジェスチャーの位置（例えば、医療従事者の手の位置）に基づいて解釈され
得る。ジェスチャーは追加的または代替的に、ジェスチャーの形または動き（例えば、医
療従事者の手の形または動き）に基づき得る。そのようなジェスチャーの動きまたは形は
、投影されるユーザインタフェースメニュー画像（および／または、ユーザインタフェー
ス画像が投影される投影面）に対するものであり得る。そのようなシステムおよび方法は
、処置が実施されている無菌環境から医療従事者が出る必要なく、および、無菌環境の外
に位置する技師と連絡する必要なく、この機能を提供する。例として、医療処置中にアク
セス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクトされる医療関連情報は、患
者の身体の放射線画像、血管造影画像、および、他の形態の画像、または、医療処置を受
けている患者および処置自体に関連する他の情報などを含み得る。このシステムは、医療
従事者が見ることに適した投影面上にユーザインタフェースメニュー画像を投影するため
の投影デバイス（この投影面は、無菌環境内に位置する）と、医療従事者が、投影される
ユーザインタフェースメニュー画像とインタラクトする手段（例えば、投影されるユーザ
インタフェースメニュー画像に対する位置でジェスチャーを使用する）に関する３Ｄ情報
をキャプチャするための３次元（３Ｄ）光学撮像センサまたはシステムとを備え得る。そ
のような３Ｄ光学センサ／システムの非限定的な例には、所謂、タイムオブフライト（Ｔ
ＯＦ）撮像システム（レンジ撮像システムとも呼ばれる）、位相変調３Ｄ光学センサシス
テム、構造化光機構（例えば、スペックルパターン）に基づく３Ｄ光学センサなどを含む
。
【００１０】
　３Ｄ光学撮像システムに接続されたコントローラは、ユーザインタフェースメニュー画
像に対する、および／もしくは、ユーザインタフェースメニュー画像が投影される投影面
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に対する、医療従事者の一方の手の動き、形、ならびに／または、位置を含むジェスチャ
ーを解釈し得る。そのようなジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラはディスプレ
イに、医療従事者に見える画像（または他の情報）をレンダリングさせ得る。表示画像は
、処置が実施されている患者に関する画像のライブラリからの画像または画像の一部を含
み得る。そのようなジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラは、表示画像を操作し
得る。例えば、そのような操作は、特定の表示画像に関するズームインまたはズームアウ
トと、特定の表示画像の表示部分のパンニングまたはそうでなければ移動と、特定の表示
画像の輝度、コントラスト、および／または、色パラメータの調節と、表示する新しい画
像を選択するための、画像のライブラリのスクロールと、その他同種のものとを含み得る
。
【００１１】
　投影面はほぼ横方向（水平）であり得る。医療従事者は、ほぼ横方向の投影面と３Ｄ光
学撮像システムとの間の空間で一方の（または両方の）手のジェスチャーを使用して、シ
ステムとインタラクトし、そのようなジェスチャーは、投影されるユーザインタフェース
メニュー画像に対する、および／または、ユーザインタフェースメニュー画像が投影され
る投影面に対する、医療従事者の手の位置に基づいて解釈され得る。投影面は、処置を実
施されている患者が位置する手術台の一部を含み得る。投影されるユーザインタフェース
メニュー画像が手術台の一部に（例えば、手術台の端と交差することなく）適合するよう
に、投影されるユーザインタフェースメニュー画像のサイズは、（３Ｄ光学撮像システム
によって獲得されたデータに基づいて）調節可能であり得る。投影面は、非限定的な例で
あるが、患者の身体の存在、および、いずれかの投影面（例えば、手術台）の被覆の状態
などに基づいて、不規則（例えば、非平面、または、完全ではないがほぼ横方向）であり
得る。投影面の不規則性の形状は、３Ｄ光学撮像システムによって獲得されたデータに基
づいて判定され得て、投影されるユーザインタフェースメニュー画像は、投影面の不規則
性を補償するように調節され得る。投影面の反射率および／または色は、３Ｄ光学撮像シ
ステムによって、または、他のいずれかの適切な撮像システム（例えば、カラーカメラ）
によって獲得されたデータに基づいて推定され得て、投影されるユーザインタフェースメ
ニュー画像は、投影面の反射率および／または色を補償するように調節され得る。
【００１２】
　ジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラは、ユーザインタフェースをいつ投影す
るか、および、ユーザインタフェースをいつ投影しないか決定し得る。
【００１３】
　本発明の他の態様は、１つまたは複数のプロセッサを備えるシステムを提供し、当該プ
ロセッサは、本発明のいずれかの態様による方法を実施するように構成されている。
【００１４】
　本発明の他の態様は、不揮発性媒体に具現化された、コンピュータ可読命令を含むコン
ピュータプログラム製品を有する。コンピュータ可読命令が、適切なコンピュータまたは
プロセッサによって実行されると、当該コンピュータまたはプロセッサは、本発明のいず
れかの態様による方法を実施する。
【００１５】
　上述の例示的な態様および実施形態に加え、図面を参照することにより、および、以下
の詳細な記載を検討することにより、更なる態様および実施形態が明らかになるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　例示的な実施形態は、図面の参照される図に示されている。本明細書で開示される実施
形態および図は、限定する意図ではなく、例示的な意図に過ぎないと見なされるべきであ
る。
【００１７】
【図１】特定の実施形態による、医療処置を実施するための、ならびに、医療関連情報の
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アクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクションのためのシステム
の概略図である。
【００１８】
【図２】特定の実施形態において、図１のシステムで使用され得るユーザインタフェース
メニュー画像の概略図である。
【００１９】
【図３Ａ】は、特定の実施形態による、図１のシステム内で使用され得るＴＯＦ撮像シス
テム（すなわち、３Ｄ光学撮像システムの例）の概略図を示す。
【図３Ｂ】図３ＡのＴＯＦ撮像システムの検知ボリュームを概略的に示す。
【図３Ｃ】図３ＡのＴＯＦ撮像システムの検知ボリュームを概略的に示す。
【００２０】
【図４】特定の実施形態による、医療従事者が一方の手を使用して作るジェスチャーを解
釈するための方法の概略図である。
【００２１】
【図５Ａ】いくつかの実施形態における、ＴＯＦ撮像システム（または他の３Ｄ光学撮像
システム）の積分時間を調節するべく使用され得る対象領域を示す。
【図５Ｂ】いくつかの実施形態における、ＴＯＦ撮像システム（または他の３Ｄ光学撮像
システム）の積分時間を調節するべく使用され得るルックアップテーブルプロットを示す
。
【００２２】
【図６】特定の実施形態による、図４の方法の一部を実施するのに使用され得る方法２１
１の概略図である。
【００２３】
【図７】特定の実施形態による図６の方法で使用され得るユーザインタフェースメニュー
画像およびユーザインタフェースサブメニュー画像の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　当業者がより詳しく理解できるようにするべく、以下の記載全体を通して、具体的な詳
細を説明する。しかし、不必要に開示を曖昧にすることを回避するべく、既知の要素は示
されていない、または、詳細に記載されていないことがある。したがって、記載および図
面は、限定的な意味ではなく、例示的な意味であると見なされるべきである。
【００２５】
　本発明の態様は、医療従事者が医療処置中に、ジェスチャー（例えば、非接触式ジェス
チャー）を使用して、投影されるユーザインタフェースメニュー画像とインタラクトする
ことで、医療関連情報のアクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラク
ションを実施することを可能にするシステムおよび方法を提供する。ジェスチャーは、医
療従事者の手の形、位置、または動きに基づき得る。別段の記載が無い限り、本明細書で
使用されている、医療従事者の手のジェスチャーへの言及は、手に含まれる、医療従事者
の指の１つまたは複数に基づくジェスチャーを含むものと理解すべきである。ジェスチャ
ーは、投影されるユーザインタフェースメニュー画像（および／または、ユーザインタフ
ェースメニュー画像が投影される投影面）に対するジェスチャーの位置（例えば、医療従
事者の手の位置）に基づいて解釈され得る。ジェスチャーは追加的または代替的に、ジェ
スチャーの形または動き（例えば、医療従事者の手の形または動き）に基づき得る。その
ようなジェスチャーの動きまたは形は、投影されるユーザインタフェースメニュー画像（
および／または、ユーザインタフェース画像が投影される投影面）に対するものであり得
る。そのようなシステムおよび方法は、処置が実施されている無菌環境から医療従事者が
出る必要なく、および、無菌環境の外に位置する技師と連絡する必要なく、この機能を提
供する。例として、医療処置中にアクセス、操作、および／または、そうでなければ、イ
ンタラクトされる医療関連情報は、患者の身体の放射線画像、血管造影画像、および、他
の形態の画像、または、医療処置を受けている患者および処置自体に関連する他の情報な
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どを含み得る。このシステムは、医療従事者が見ることに適した投影面上にユーザインタ
フェースメニュー画像を投影するための投影デバイス（この投影面は、無菌環境内に位置
する）と、医療従事者が、投影されるユーザインタフェースメニュー画像とインタラクト
する手段（例えば、投影されるユーザインタフェースメニュー画像に対する位置でジェス
チャーを使用する）に関する３Ｄ情報をキャプチャするための３次元（３Ｄ）光学撮像セ
ンサまたはシステムとを備え得る。そのような３Ｄ光学センサ／システムの非限定的な例
は、所謂、タイムオブフライト（ＴＯＦ）撮像システム（レンジ撮像システムとも呼ばれ
る）、位相変調３Ｄ光学センサシステムなどを含む。
【００２６】
　３Ｄ光学撮像システムに接続されたコントローラは、ユーザインタフェースメニュー画
像、および／または、ユーザインタフェースメニュー画像が投影される投影面に対する医
療従事者の一方の手の動き、形、および／または位置を含むジェスチャーを解釈し得る。
そのようなジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラはディスプレイに、医療従事者
に見える画像（または他の情報）をレンダリングさせ得る。表示画像は、処置が実施され
ている患者に関する画像のライブラリからの画像または画像の一部を含み得る。そのよう
なジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラは、表示画像を操作し得る。例えば、そ
のような操作は、特定の表示画像に関するズームインまたはズームアウトと、特定の表示
画像の表示部分のパンニングまたはそうでなければ移動と、特定の表示画像の輝度、コン
トラスト、および／または、色パラメータの調節と、新しい画像を選択して表示するため
の、画像のライブラリのスクロールと、その他同種のものとを含み得る。
【００２７】
　投影面はほぼ横方向であり得る。医療従事者は、ほぼ横方向の投影面と３Ｄ光学撮像シ
ステムとの間の空間で一方の（または両方の）手のジェスチャーを使用して、システムと
インタラクトし得、そのようなジェスチャーは、投影されるユーザインタフェースメニュ
ー画像に対する、および／または、ユーザインタフェースメニュー画像が投影される投影
面に対する、医療従事者の手の位置に基づいて解釈され得る。投影面は、処置を実施され
ている患者が位置する手術台の一部を含み得る。投影されるユーザインタフェースメニュ
ー画像が手術台の一部に（例えば、手術台の端と交差することなく）適合するように、投
影されるユーザインタフェースメニュー画像のサイズは、（３Ｄ光学撮像システムによっ
て獲得されたデータに基づいて）調節可能であり得る。投影面は、非限定的な例であるが
、患者の身体の存在、および、いずれかの投影面（例えば、手術台）の被覆の状態などに
基づいて、不規則（例えば、非平面、または、完全ではないがほぼ横方向）であり得る。
投影面の不規則性の形状は、３Ｄ光学撮像システムによって獲得されたデータに基づいて
決定され得て、投影されるユーザインタフェースメニュー画像は、投影面の不規則性を補
償するように調節され得る。投影面の反射率および／または色は、３Ｄ光学撮像システム
によって、または、いずれかの他の適切な撮像システム（例えば、カラーカメラ）によっ
て獲得されたデータに基づいて推定され得て、投影されるユーザインタフェースメニュー
画像は、投影面の反射率および／または色を補償するように調節され得る。
【００２８】
　ジェスチャーの解釈に基づいて、コントローラは、ユーザインタフェースをいつ投影す
るか、および、ユーザインタフェースをいつ投影しないか決定し得る。
【００２９】
　図１は、特定の実施形態による、医療処置を実施するための、ならびに、医療関連情報
のアクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクションのためのシステ
ム１０の概略図である。システム１０は、無菌環境１６内で患者１４に実施されている医
療処置中に、医療従事者１２が、医療関連情報のアクセス、操作、および／または、そう
でなければ、インタラクションを行うことを可能にする。システム１０は、医療従事者１
２がジェスチャー（例えば、非接触式ジェスチャー）を使用して、投影されたユーザイン
タフェースメニュー画像２２とインタラクトし、ディスプレイ２４上に表示され得る画像
のアクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクションを行うことを可
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能にする。ジェスチャーは、医療従事者の手１２Ａの形、位置、または、動きに基づき得
る。ディスプレイ２４に表示される表示画像は、医療関連情報を有し得て、当該医療関連
情報は、患者の身体の放射線画像、血管造影画像、および、他の形態の画像、医療処置を
受けている患者に関連する他の情報、ならびに、処置自体に関連する他の情報などを含み
得る。医療従事者１２が、表示画像によって提供される医療情報を見ることを可能にする
べく、ディスプレイ２４は、無菌環境１６内の医療従事者１２から容易に見られ得る。図
１の概略図において、医療処置が実施されている無菌環境１６は、概念上の線２０によっ
て、（例えば、おそらく非無菌環境である）外部環境１８から隔離されている。示されて
いる実施形態において、ディスプレイ２４は、無菌環境１６内に位置するが、これは必須
ではない。
【００３０】
　図１の実施形態のシステム１０は、処置中に患者１４が位置する手術台（またはベッド
）２８の上の位置、または、他のいずれかの適切な位置で支持され得るユーザインタフェ
ースデバイス２６を備える。詳細は後述するが、図１で示されている実施形態において、
ユーザインタフェースデバイス２６は、ユーザインタフェースデバイス２６の動作を制御
するためのコントローラ３０と、医療従事者１２が投影されているユーザインタフェース
メニュー画像２２とインタラクトするための手段（例えば、医療従事者１２のジェスチャ
ーを含む）に関する３Ｄ情報をキャプチャするための３Ｄ光学撮像システム３２と、ユー
ザインタフェースメニュー画像２２を、医療従事者１２が見てインタラクトすることに適
切な投影面３８に投影するためのプロジェクタ３４と、医療関連情報のアーカイブと通信
するための通信用インタフェース３６（例えば、適切なネットワーク通信または他のデジ
タルアクセス技術）とを有する。いくつかの実施形態において、ユーザインタフェースデ
バイス２６は、調節可能な手術用アーム４０（例えば、天井４２、壁、床に取り付けられ
た支柱などに取り付けられる）によって、手術台２８の上の位置において支持され得る。
これにより、ユーザインタフェースメニュー画像２２が表示される投影面３８、および／
または、３Ｄ光学検知システム３２の撮像ボリュームの調節に対応する、ユーザインタフ
ェースデバイス２６の位置の調節が容易になり得る。上述のように、３Ｄ光学撮像システ
ム３２は、例えば、医療従事者１２のジェスチャー（例えば、医療従事者の手１２Ａ）な
ど、医療従事者１２が、投影されるユーザインタフェースメニュー画像２２とインタラク
トする手段に関する３Ｄ情報をキャプチャする。非限定的な例であるが、３Ｄ光学撮像シ
ステム３２は、タイムオブフライト（ＴＯＦ）撮像システム（レンジ撮像システムとも呼
ばれる）、位相変調３Ｄ光学センサシステム、および／または、検知ボリュームに関する
同様の３Ｄ情報を提供できる、他のいずれかのシステムを備え得る。便宜上、これ以降の
記載では、一般性を失うことなく、３Ｄ光学撮像システム３２を、ＴＯＦセンサ３２と称
し得る。
【００３１】
　コントローラ３０は、適切なコンピュータシステムのコンポーネントを含み得る。一般
的に、コントローラ３０は、例えば、適切に構成された汎用プロセッサ、グラフィックス
プロセッシングユニット（ＧＰＵ）、グラフィックスプロセッシングシステム、マイクロ
プロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、他のタイプのプログラマブルロジックデバイス、複数
の上述したもの、上述したものの組み合わせなど、適切に構成されたいずれかのプロセッ
サを含み得る。コントローラ３０は、（例えば、示されている実施形態のように、ユーザ
インタフェースデバイス２６内に）組み込まれ得るが、これは必須ではない。コントロー
ラ３０は、コントローラ３０がアクセス可能なコンピュータ可読メモリ内（明示的に図示
せず）に保存され得るソフトウェア、および／または、コントローラ３０に内蔵されてい
るコンピュータ可読メモリにアクセスできる。コントローラ３０は、そのようなソフトウ
ェア命令を読み込んで実行するように構成され得て、そのようなソフトウェアは、コント
ローラ３０によって実行されると、本明細書に記載された機能のいくつかをコントローラ
３０に実施させ得る。コントローラ３０は、複数のネットワーク接続型コンピュータもし
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くはプロセッサ、または、そうでなければ、互いに通信する複数のコンピュータもしくは
プロセッサを含み得る。
【００３２】
　コントローラ３０は、プロジェクタ３４の動作を制御して、ユーザインタフェースメニ
ュー画像２２を投影面３８上に投影する。示されている実施形態において、投影面３８は
、無菌環境１６に位置し、医療従事者１２が見て、インタラクトすることに適している。
いくつかの実施形態において、投影面３８は、ほぼ横方向の表面を含み得るが、これは必
須ではない。示されている図１の実施形態におけるシステム１０の場合、投影面３８は、
患者１４が位置する手術台２８の部分２８Ａを含む。手術台２８の部分２８Ａを投影面３
８として選択することで、医療従事者１２は、患者１４への自身の集中を維持することが
可能になる。いくつかの実施形態において、処置を実施する、または補助する医療従事者
１２の比較的近くに位置し得るサイドテーブル（例えば、処置用の装置が位置するテーブ
ルなど）などの横方向の面が投影面３８に選択され得る。図２は、特定の実施形態による
、投影面３８上に投影されているユーザインタフェースメニュー画像２２の描画を示す。
ユーザインタフェースメニュー画像２２は、複数のユーザインタフェース画像セクション
５０を含む。図２の実施形態において、ユーザインタフェースメニュー画像２２は、４つ
のユーザインタフェース画像セクション５０Ａ－５０Ｄを含むが、一般的に、ユーザイン
タフェースメニュー画像２２は、いずれかの適切な数のユーザインタフェース画像セクシ
ョン５０を含み得る。ユーザインタフェース画像セクション５０は各々、対応する機能（
または対応するメニューの選択肢）に関連付けられ得て、対応する機能／メニューの選択
肢に関連するグラフィックおよび／またはテキスト情報を含み得る。
【００３３】
　例えば、図２の実施形態の場合、ユーザインタフェース画像セクション５０の各々は、
対応する機能に関連付けられている。具体的には、ユーザインタフェース画像セクション
５０Ａは、（例えば、ディスプレイ２４上で表示するための画像間での）スクロールに関
連付けられ、このスクロール機能に関連付けられたグラフィックアイコン５２Ａを示す。
ユーザインタフェース画像セクション５０Ｂは、ディスプレイ２４上で表示されている特
定の画像におけるパンニングまたは移動に関連付けられており、このパンニング機能に関
連付けられているグラフィックアイコン５２Ｂを示す。ユーザインタフェース画像セクシ
ョン５０Ｃは、ディスプレイ２４上で表示されている特定の画像の輝度を調節することに
関連付けられられており、この輝度調節機能に関連付けられたグラフィックアイコン５２
Ｃを示す。ユーザインタフェース画像セクション５０Ｄは、ディスプレイ２４上に表示さ
れている特定の画像のズームインおよびズームアウトに関連付けられており、このズーム
インおよびズームアウト機能に関連付けられたグラフィックアイコン５２Ｄを示す。当業
者であれば、本明細書で提供されている記載に基づいて、他の機能がユーザインタフェー
ス画像セクション５０に関連付けられ得ること、および、異なる数の機能を可能にするべ
く、異なる数のユーザインタフェース画像セクション５０が提供され得ることを理解でき
るであろう。これらの機能に加えて、または、これらの機能の代わりに、ユーザインタフ
ェースメニュー画像２２は、より古典的なテキストベースメニューまたはグラフィカルメ
ニューを含み得る。この場合、１つまたは複数のユーザインタフェース画像セクション５
０は、メニューの選択肢に対応する。
【００３４】
　詳細は後述するが、システム１０は、医療従事者１２が、適切なジェスチャーを作るこ
とによってユーザインタフェースメニュー画像２２とインタラクトする能力を提供し、こ
れにより、ユーザインタフェース画像セクション５０の１つを選択すること、および、対
応する機能／メニューの選択肢を選択することを容易にする。選択された機能、または、
選択されたメニューの選択肢の中で、システム１０は、ディスプレイ２４上に表示されて
いる画像のアクセス、操作、および／または、そうでなければ、インタラクションを行う
ための選択された機能を医療従事者１２が実施することで、メニューの選択肢に対応する
動作（例えば、サブメニューのアクティブ化）などを実施することを可能にする。例えば
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、システム１０は、医療従事者１２が、画像ディスプレイセクション５０Ａおよびその対
応するスクロール機能を選択するのに適切なジェスチャーを使用することで、図２の実施
形態のユーザインタフェースディスプレイセクション５０Ａに関連付けられたスクロール
機能を選択することを可能にする。次に、そのような選択の後で、システム１０は、医療
従事者１２が適切な更なるジェスチャーを使用して、ディスプレイ２４上に表示される画
像間でスクロールすることを可能にする。いくつかの実施形態において、システム１０に
よって認識されるジェスチャーは、医療従事者１２の一方の（または両方の）手１２Ａで
作られるジェスチャーを含む。
【００３５】
　コントローラ３０は、ＴＯＦ撮像システム３２の動作を制御する。ＴＯＦ撮像システム
３２は、図３Ａに概略的に示されている。当技術分野で知られているように、ＴＯＦ撮像
システム３２は、１つまたは複数の適切な放射源６４（例えば、ＬＥＤまたはレーザ）か
らセンサボリューム６０へと電磁放射（例えば、赤外線放射および／または近赤外線放射
）を投影し、そのような物体６２から反射される放射に基づく、適切な光検出器６６（例
えば、光ダイオード検出素子、ＣＣＤセンサ素子、ＣＭＯＳ検出素子などを含む）によっ
て検出された、センサボリューム６０内の物体６２に対応する３Ｄ画像情報をキャプチャ
する。図３Ａは、ＴＯＦ撮像システム３２の軸中心６９を示す。システム１０は、いずれ
かの適切なＴＯＦ撮像システムおよび／またはデバイス３２を含み得る。本明細書の他の
箇所で記載されているように、システム１０は、ＴＯＦシステム３２を使用することに特
に限定されているものではなく、ＴＯＦシステム３２の機能は、位相変調３Ｄ光学センサ
システム、および／または、検知ボリューム６０の付近の同様の３Ｄ情報を提供できる他
のいずれかの３Ｄ光学撮像システムによって提供され得る。
【００３６】
　ＴＯＦ撮像システム３２は、センサボリューム６０内に位置する物体６２の面上の点の
３Ｄ位置を含む、３Ｄ点群を返す。図１の実施形態において、ＴＯＦ撮像システム３２は
、ユーザインタフェースメニュー画像２２がプロジェクタ３４によって投影される投影面
３８をセンサボリューム６０が含むように、配置され得るか、そうでなければ、構成され
得る（例えば、適切な光学装置などを使用して方向付けられている、または構成されてい
る）。センサボリューム６０の軸中心６９は、投影面３８と（例えば、投影面３８の中心
と）ほぼ揃うように構成され得る。上述のように、投影面３８は、手術台２８の部分２８
Ａを含み得る。この構成において、ＴＯＦシステム３２は、ユーザインタフェースメニュ
ー画像２２が投影される投影面３８上の点の３Ｄ位置を含む点群を返す。ＴＯＦ撮像シス
テム３２は、センサボリューム６０が、投影面３８の上の（または、そうでなければ、隣
の）、投影面３８とＴＯＦ撮像システム３２との間の空間６８を含むように、同様に構成
され得る。例えば、投影面３８は、手術台２８の部分２８Ａを含み、空間６８は、手術台
２８の上の、手術台２８とユーザインタフェースデバイス２６との間のボリュームを含み
得る。この構成において、医療従事者１２は、空間６８内で、一方の（または両方の）手
１２Ａを使用してジェスチャーを作り得て、ＴＯＦ撮像システム３２は、医療従事者の手
１２Ａの表面上の点の３Ｄ位置を検出し得る。詳細は後述するが、医療従事者の手１２Ａ
に関する、当該３Ｄ情報は、医療従事者１２が、投影されているユーザインタフェースメ
ニュー画像２２とインタラクトし得るためのジェスチャーとして解釈され得る。投影面３
８とＴＯＦ撮像システム３２との間のこの空間６８には、医療処置を実施するべく、医療
従事者の手１２Ａが位置し、それにより、システム１０とのインタラクションが人間工学
的に容易になるので、この空間６８は、医療従事者１２が手１２Ａでジェスチャーを作り
得る空間として使用するのに便利であり得る。
【００３７】
　図３Ｂは、特定の実施形態による、ＴＯＦ撮像デバイス３２の検知ボリューム６０およ
び空間６８（投影面３８とＴＯＦ撮像デバイス３２との間）の概略的な側面図である。空
間６８は、ＴＯＦ撮像デバイス３２の基準面７０（例えば、光検出器６６の平面（図３Ａ
））と、ユーザインタフェースメニュー画像２２が投影される投影面３８との間で、複数
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のボリューム領域に分割され得る。示されている実施形態において、これらのボリューム
領域は、基準面７０と第１閾値表面７２との間に位置するボリューム領域８２と、閾値表
面７２と閾値表面７４との間に位置するボリューム領域８４と、閾値表面７４と投影面３
８との間に位置するボリューム領域８６とを含む。閾値表面７２、７４は、投影面３８に
対して、コントローラ３０によって設定され得て、構成され得る（例えば、ユーザ構成可
能）。基準面７２は、投影面３８（または、投影面３８の平均的な高さ）から（例えば上
に）距離ｄ１の位置に設定され得て、基準面７４は、投影面３８（または、投影面３８の
平均的な高さ）から（例えば上に）距離ｄ２の位置に設定され得る。距離ｄ１およびｄ２
は、例えば、医療従事者１２の身長、または、身体的特徴に応じて構成され得る。そのよ
うな実装において、ボリューム領域８２は、投影面３８からｄ１より大きい距離に対応し
、ボリューム領域８４は、投影面３８からｄ２とｄ１の間の距離に対応し、ボリューム領
域８６は、投影面３８から距離ｄ２より小さい距離に対応する。
【００３８】
　投影面３８が手術台２８の部分２８Ａ上に位置するとき（図１）、投影面３８は、不規
則な形状を有し得る（例えば、図３Ｂで示されているような平面と異なる、および／また
は、横方向と異なる）ことが理解されるべきである。いくつかの実施形態において、コン
トローラ３０が閾値レベル７２、７４を設定するとき、投影面３８のそのような不規則な
形状が考慮され得る。すなわち、閾値レベル７２、７４は、投影面３８における不規則性
に対応し、距離ｄ１およびｄ２をほぼ一定に維持するように、断面にわたって、可変の形
状を有し得る。非限定的な例であるが、表面曲率解析技術がこの目的で使用され得る。い
くつかの実施形態において、これは必要ではなく、閾値レベル７２、７４は、投影面３８
の形状の平均に基づいて（例えば、投影面３８上の点から選択された１つまたは複数に基
づいて）、投影面３８の他のいずれかの特性に基づいて、および／または、投影面３８に
関連付けられた基準に基づいて、一定に設定され得る。非限定的な例であるが、いくつか
の実施形態において、システムは、ＴＯＦ撮像デバイス３２および／またはユーザインタ
フェースデバイス２６にもっとも近い、投影面３８上の点に対する閾値レベル７２、７４
を設定し得る。単純化するべく、本記載では以降、別段の記述が無い限り、閾値レベル７
２、７４は、投影面３８に対するものとして記載され得る。このことは、投影面３８に対
応するいずれかの適切な基準（例えば、投影面３８の平均、投影面３８上の点など）に対
する任意のものであることを意味し得る。いくつかの実施形態において、閾値レベル７２
、７４は、医療従事者１２の手１２Ａのジェスチャーを確認するのに使用され得て、プロ
ジェクタ３４をオンにするかオフにするか決定するのに、および／または、上述のユーザ
インタフェース画像セクション５０に関連付けられている機能の１つを選択するのに使用
され得る。
【００３９】
　図４は、特定の実施形態による、医療従事者１２が一方の手１２Ａを使用して作るジェ
スチャーを解釈するための方法１００の概略図である。方法１００は、ユーザインタフェ
ースデバイス２６によって実施され得る。特定の実施形態において、方法１００は、（Ｔ
ＯＦ撮像システム３２およびプロジェクタ３４と共に）コントローラ３０によって実施さ
れ得る。図４の実施形態の方法１００は、投影切り替えジェスチャーが検出されたかどう
か問い合わせることを伴う、ブロック１０２から開始する。ブロック１０２は、特定の投
影切り替えジェスチャーを見つけるべく、ＴＯＦ撮像システム３２から受信されたデータ
を解析するコントローラ３０を含み得る。いくつかの実施形態において、この投影切り替
えジェスチャーは、医療従事者１２の手１２Ａが最初に、閾値７２より投影面３８から遠
く（例えば、投影面３８の上方であって、投影面３８から距離ｄ１よりも離れた位置）に
位置し、次に、閾値７２より投影面３８に近い位置（例えば、投影面３８の上方であって
、投影面３８から距離ｄ１よりも近い位置、および／または、投影面３８の上方であって
、投影面３８から距離ｄ１よりも近くて、投影面３８から距離ｄ２よりも離れた位置など
）に移動したことを検出することを含み得る（図３Ｂを参照）。いくつかの実施形態にお
いて、この投影切り替えジェスチャーは、医療従事者１２の手１２Ａの左右への動き（例
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えば、手を振る）を含み得る。いくつかの実施形態において、この投影切り替えジェスチ
ャーは、医療従事者１２が、適切な数の指（例えば５本の指）を延ばしたままで、手１２
Ａを静止した状態で維持することを含み得る。ブロック１０２での問い合わせがネガティ
ブである場合、方法１００は、ブロック１０２に戻る。一方、ブロック１０２での問い合
わせがポジティブである場合、次に、方法１００は、ブロック１０４に進む。いくつかの
実施形態において、切り替えジェスチャーおよびブロック１０２での問い合わせは必須で
はない。例えば、従来の切り替え、リモート制御アクティブ化などは、方法１００を開始
するための切り替えジェスチャーの代わりに使用され得る。
【００４０】
　ブロック１０４は、ユーザインタフェースメニュー画像２２を投影面３８上に投影する
ことを含む。本開示の他の箇所に記載されているように、ブロック１０４において、コン
トローラ３０は、プロジェクタ３４に、ユーザインタフェースメニュー画像２２を投影面
３８上に投影させ得る。次に、方法１００はブロック１０６へ進み得る。ブロック１０６
は、選択ジェスチャーが作られているかどうか問い合わせることを伴い得る。ブロック１
０６の選択ジェスチャーは、ブロック１０４において投影されたユーザインタフェースメ
ニュー画像２２内のユーザインタフェース画像セクション５０の１つに関連付けられた機
能またはメニューの選択肢を選択することを含み得る。いくつかの実施形態において、ブ
ロック１０６の選択ジェスチャーは、医療従事者１２の手１２Ａが、閾値７４より投影面
３８の近く（例えば、投影面３８の上方であって、投影面３８から距離ｄ２よりも近い位
置、または、投影面３８に接する位置）に位置することを検出することを含み得る。また
、そのようなジェスチャーは、ユーザインタフェース画像セクション５０に関連付けられ
た機能および／またはメニューの選択肢の中から１つを選択することを指示し得る。ブロ
ック１０６の問い合わせがポジティブである場合、いくつかの実施形態において、医療従
事者１２の手１２Ａが閾値７４より投影面３８の近くに位置することが検出されたとき、
選択された機能またはメニューの選択肢の特定の１つは、手１２Ａが上に位置する（また
は、もっとも近くに位置する）ユーザインタフェース画像セクション５０の特定の１つに
対応し得る。例えば、図２の実施形態を参照すると、医療従事者１２の手１２Ａが投影面
３８と閾値７４との間、および、ユーザインタフェース画像セクション５０ＤとＴＯＦ撮
像システム３２との間（例えば、閾値７４より下で、ユーザインタフェース画像セクショ
ン５０Ｄより上（または、それにもっとも近く））に位置することがブロック１０６で検
出された場合、選択された特定の機能は、ユーザインタフェースセクション５０Ｄに関連
付けられたズーム機能に対応し得る。図２の実施形態に対応する他の例として、医療従事
者１２の手１２Ａが、投影面３８と閾値７４との間、および、ユーザインタフェース画像
セクション５０ＡとＴＯＦ撮像システム３２との間（例えば、閾値７４より下で、ユーザ
インタフェース画像セクション５０Ａより上（または、それにもっとも近く））に位置す
ることがブロック１０６で検出された場合、選択された特定の機能は、ユーザインタフェ
ースセクション５０Ａに関連付けられたスクロール機能に対応し得る。図２の実施形態に
対応するジェスチャーの他の例として、医療従事者１２の手１２Ａが、ユーザインタフェ
ース画像セクション５０ＡとＴＯＦ撮像システム３２との間に位置すること、および、医
療従事者が特定の数の指（例えば、２本の指）を延ばしていることが検出された場合、選
択された特定の機能またはメニューの選択肢は、ユーザインタフェースセクション５０Ａ
に関連付けられたスクロール機能またはメニューの選択肢に対応し得る。上述の特定のジ
ェスチャーは、例示的なものに過ぎず、ＴＯＦ撮像システム３２によって識別できる任意
のジェスチャーは、ユーザインタフェースメニュー画像２２に対するものであることを理
解すべきである。ユーザインタフェースセクション５０がメニューの選択肢に対応してい
る場合、特定のユーザインタフェース画像セクション５０に対応する特定のメニューの選
択肢を選択するのに、同様のジェスチャーが使用され得る（これにより、特定の動作また
は機能へのサブメニューに移動し得る）ことを理解するべきである。
【００４１】
　ブロック１０６の問い合わせがネガティブである場合、方法１００は、ブロック１０８
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に進む。ブロック１０８は、医療従事者１２の手１２Ａが、遅延閾値（例えば、閾値期間
）より長い間、対象領域（ＲＯＩ）の外に移動しているかどうか、または、そうでなけれ
ば、医療従事者１２の手１２Ａが、切り替えジェスチャーを示しているかどうか問い合わ
せることを含み得る。いくつかの実施形態において、ブロック１０８の対象領域は、ＴＯ
Ｆ撮像システム３２の検知ボリューム６０のサブセットを含み得る。いくつかの実施形態
において、ブロック１０８の対象領域は、投影されたユーザインタフェースメニュー画像
２２に相関する、または、基づき得る。例えば、ブロック１０８の対象領域は、ＴＯＦ撮
像システム３２と、投影されたユーザインタフェースメニュー画像２２との間のある領域
に対応し得て、投影されるユーザインタフェースメニュー画像２２のサイズに相関する、
または、基づく、横方向の境界を含み得る。ブロック１０８の問い合わせがポジティブで
ある（すなわち、医療従事者１２の手１２Ａが、閾値期間より長く、対象領域の外に位置
する）場合、方法１００は、プロジェクタ３４をオフにする（または、そうでなければ、
ユーザインタフェースメニュー画像２２を投影面３８上に投影しない、または、それを中
断する）ことを伴うブロック１１０に進む。ブロック１１０の後で、方法１００は、ブロ
ック１０２に進む（すなわち、システム１０は、初期状態に戻る）。いくつかの実施形態
において、医療従事者１２の手１２Ａが対象領域の外に位置することが（例えば、遅延閾
値の前に）最初に検出されたとき、システム１０は（ブロック１０８の一部として）、シ
ステム１０が遅延閾値の後で初期状態に戻ることを示す警告を出す。例えば、閾値時間の
前に、医療従事者１２の手１２Ａが対象領域の外に位置することが検出された後で、コン
トローラ３０は、プロジェクタ３４に、システム１０が間もなく初期状態に戻ることの視
覚的なインジケータ（例えば、ユーザインタフェースメニュー画像２２上に投影される赤
色の円、ならびに、ユーザインタフェース画像の点滅および／または強調など）を投影さ
せ得る。一方、ブロック１０８の問い合わせがネガティブである場合（すなわち、医療従
事者１２の手１２Ａが対象領域の中に位置する、または、閾値期間より短い間、対象領域
の外に位置する）、方法１００は、ブロック１０４に戻る。
【００４２】
　ブロック１０６の問い合わせがポジティブであり（例えば、特定の機能またはメニュー
の選択肢がユーザインタフェース画像セクション５０に関連付けられている場合）、適切
な選択ジェスチャーによって選択された場合、方法１００はブロック１１１に進む。図４
の実施形態のブロック１１１は、特定の実施形態にしたがって、特定の機能（例えば、ブ
ロック１０６で選択された機能）を実施するための方法を含む。詳細は後述するが、いく
つかの実施形態において、ブロック１１１は、メニューの選択肢に対応する動作を実施す
ることを含み得る。 示されているブロック１１１の実施形態に入ると、方法１００は、
ブロック１０６の問い合わせの結果として選択された特定の機能を示すことを含む、オプ
ションのブロック１１２を開始する。特定の実施形態において、ブロック１１２は、プロ
ジェクタ３４に、選択されたブロック１０６において選択されたユーザインタフェース画
像セクション５０の特定の１つにインジケータを投影させ得ることを含み得る。例えば、
ユーザがユーザインタフェースセクション５０Ａ（スクロールに対応、図２を参照）を選
択する場合、ブロック１１２は、ユーザインタフェース画像セクション５０Ａにインジケ
ータを投影することを含み得る。例として、そのようなインジケータは、選択されたユー
ザインタフェース画像セクション５０上に円を投影すること、選択されたユーザインタフ
ェース画像セクション５０を固定すること、選択されたユーザインタフェース画像セクシ
ョン５０を点滅させること、選択されたユーザインタフェース画像セクション５０を強調
すること、または、そうでなければ、選択されたユーザインタフェース画像セクション５
０に注意を引くことを含み得る。いくつかの実施形態または状況において、具体的には、
医療従事者１２の身体の一部（例えば、手１２Ａ）、および／または、医療従事者１２に
使用される器具によって、投影されているユーザインタフェース画像メニュー２２の一部
が投影面３８上に現れることが妨害され得る場合、重ね合わせたインジケータを有する、
選択されたユーザインタフェース画像セクション５０（および／またはユーザインタフェ
ースメニュー画像２２の他のいずれかの部分）が、医療従事者１２の身体の一部（例えば
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、手１２Ａ）および／または医療従事者１２によって使用される器具の上に投影され得る
。重ね合わせたインジケータを有する、選択されたユーザインタフェース画像セクション
５０のそのような投影は、選択状態を示し得る。いくつかの実施形態において、重ね合わ
せたインジケータ（および／または、ユーザインタフェースメニュー画像２２の他のいず
れかの部分）を有する、選択されたユーザインタフェース画像セクション５０が、医療従
事者１２の身体の一部（例えば、手１２Ａ）、および／または、医療従事者１２によって
使用される器具の上に投影されている場合、医療従事者の身体または器具に投影されてい
る画像部分は、プロジェクタに対する、医療従事者の身体または器具の距離および／また
は方向に基づいて調節され得る（例えば、拡大縮小および／または歪められ得る）。この
距離および／または方向は、ＴＯＦ撮像デバイス３２によって取得されたデータに基づい
て、コントローラ３０によって決定され得る。
【００４３】
　方法１００は次に、第１の方向ジェスチャーが検出されたかどうか問い合わせることを
伴うブロック１１４に進む。いくつかの実施形態において、方向ジェスチャーは、ＴＯＦ
撮像デバイス３２と投影面３８との間の方向に、および／または、プロジェクタ３４と投
影面３８との間の方向にほぼ直交する、１つまたは複数の方向の、医療従事者１２の手１
２Ａの動き（または、その方向の成分を含む動き）を含み得る。そのような方向ジェスチ
ャーは、図３Ｃにおいて概略的に示されている。図３Ｃは、図３Ｂの線３Ｃ－３Ｃに沿っ
て切った、ＴＯＦ撮像デバイス３２のセンサボリューム６０の空間６８の概略的な断面図
である。図３Ｃの示されている実施形態の例示的な場合において、医療従事者１２の手１
２Ａが方向９２へ（例えば、図３Ｃの概略図における位置９０へ）動く場合、これは、第
１方向９２の動きを示すジェスチャーと解釈され得る。逆に、医療従事者１２の手１２Ａ
が方向９４へ（例えば、図３Ｃの概略図において、位置８８へ）動く場合、これは、第２
方向９２の動きを示すジェスチャーと解釈され得る。いくつかの実施形態において、空間
６８は、（例えば、概念上の線７１および７９によって）複数の領域に分割され得て、領
域間の動きは、方向ジェスチャーとして解釈され得る。例えば、図３Ｃは、概念上の線７
１および７９によって区分された３つの領域７３、７５、７７を示す。図３Ｃの示されて
いる実施形態の例示的な場合において、医療従事者１２の手１２Ａが、概念上の線７９に
境界されるヌル領域７７内に位置する場合、これは、いかなる方向ジェスチャーも意味す
るものではないと解釈されるが、手がヌル領域７７から第１方向領域７５（ヌル領域７７
の外であり、概念上の線７１の一方の側（図３Ｃの概略図における線７１の右側））へ動
く場合、これは、第１方向９２の動きを示すジェスチャーとして解釈され得る。逆に、医
療従事者１２の手１２Ａが、ヌル領域７７から第２方向領域７３（ヌル領域７７の外であ
り、概念上の線７１の逆側（図３Ｃの概略図における線７１の左手側））へ動く場合、こ
れは、第２方向９４の動きを示すジェスチャーとして解釈され得る。いくつかの実施形態
において、他の領域は、追加的または代替的に、本明細書に記載されるヌル領域７７と同
様のヌル領域と見なされ得る。例えば、ｄ１の上の領域（図３Ｂ）は、ヌル領域と見なさ
れ得る。いくつかの実施形態において、他の方向領域（および／または、追加的な方向領
域）が提供され得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、医療従事者１２の手１２Ａがヌル領域７７から第１方向
領域７５へ（例えば、図３Ｃの概略図における方向９２へ）動く場合、ブロック１１４の
問い合わせは、ポジティブであり得る。この場合、方法１００はブロック１１６へ進む。
ブロック１１６は、ブロック１０６の選択された機能、および、ブロック１１４の第１方
向に関連付けられた動作を実施することを含む。いくつかの実施形態において、ブロック
１１６は、従来のコンピュータマウスのホイール入力に関連付けられた二方向機能の一方
向と同様の機能を実施することを含み得る。例えば、ブロック１０６の選択された機能が
スクロールを含み、ブロック１１４の問い合わせがポジティブである場合、ブロック１１
６は、利用可能な画像を第１方向にスクロールすることを伴い得る。
【００４５】
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　いくつかの実施形態において、ブロック１１６の動作は、ブロック１１４の問い合わせ
がポジティブである期間発生し得て、ブロック１１４の問い合わせがネガティブになって
初めて停止し得る。例えば、図３Ｃの示されている実施形態において、ブロック１１６の
動作は、医療従事者１２の手１２Ａがヌル領域７７の外に位置する期間、概念上の線７１
の一方の側の第１方向領域７５で発生し得る。医療従事者１２が手１２Ａを領域７５から
ヌル領域７７へ戻す、または、第２方向領域７３へ動かす場合、ブロック１１４の問い合
わせはネガティブになり、ブロック１１６の動作が停止し得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、ブロック１１４および１１６は、比較的より複雑なジェ
スチャーの制御を容易にするロジックを含み得る。いくつかの実施形態は、ジェスチャー
の方向に加えて、または、その代わりに、特定のジェスチャーと関連付けられた、大きさ
メトリックを確認することを含み得る。例えば、振幅パラメータは、図４のブロック１１
４と１１６との間で識別され得て、医療従事者１２が手１２Ａをヌル領域７７から第１方
向領域７５へと動かす量（例えば、大きさメトリック）と、医療従事者１２の手１２Ａの
、中心軸６９および／または概念上の線７１（図３Ｃ）からの距離と、医療従事者１２が
手１２Ａをヌル領域７７から第１方向領域７５へと動かす速度と、他のいずれかの軸に沿
った、医療従事者の手１２Ａの動き（例えば、図３Ｃで示されている方向９３、９５の１
つ、または、図３Ｂで示されている方向９７，９９の１つ）と、これらの大きさメトリッ
クのいずれかの組み合わせと、その他同種のものとを判定することを含み得る。そのよう
な検出された大きさメトリックは、次に、ブロック１６において、対応する量の関連付け
られた機能を制御するのに使用され得る。例えば、ブロック１１６が、ズームイン動作を
実施することを含む場合、識別された大きさメトリックは、ブロック１１６で実施される
ズームの量および／または速度を判定するのに使用され得る。すなわち、ズームの量およ
び／または速度は、識別された大きさメトリックに相関するか、その関数であるか、それ
に比例するか、および／または、そうでなければ、それに基づき得る。他の非限定的な例
として、スクロールの場合、ブロック１１４および１１６は、速度を検知できるジェスチ
ャー制御を包含し得る。これにより、例えば、医療従事者１２が手１２Ａをヌル領域７７
から第１方向領域７５へ動かす速度は、ブロック１１６において第１方向に行われるスク
ロール動作の対応する量および／または速度の基礎となる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、ブロック１１４、１１６において確認された大きさメト
リックは、速度に基づくメトリック（例えば、医療従事者１２がどれほど速く手１２Ａを
動かしたか）、および／または、位置に基づくメトリック（例えば、医療従事者１２の手
１２Ａは、中心軸６９および／または概念上の線７１からどれだけ遠いか）を含み得る。
そのように確認された、速度に基づく、および／または、位置に基づく大きさメトリック
は、対応する機能の、速度に基づく、および／または、位置に基づく量に相関し得る（お
よび／または、それらにマッピングされ得る）。非限定的な例を以下に挙げる。
　・位置に基づく大きさメトリックは、対応する機能の、位置に基づく量に相関し得る（
例えば、手１２Ａの位置は、パンニングの位置に基づく量、または、スクロールされる画
像の数に相関し得る、および／または、マッピングされ得る、など）。
　・位置に基づく大きさメトリックは、対応する機能の速度に基づく量に相関し得る（例
えば、手１２Ａの位置は、パンニングの速度、または、画像のスクロール速度に相関し得
る、またはマッピングされ得る、など）。
　・速度に基づく大きさメトリックは、対応する機能の位置に基づく量に相関し得る（例
えば、手１２Ａの速度は、パンニングの位置に基づく量、または、スクロールされる画像
の数などに相関し得る、および／またはマッピングされ得る）。
　・速度に基づく大きさメトリックは、対応する機能の速度に基づく量に相関し得る（例
えば、手１２Ａの速度は、パンニングの速度、または、スクロールされる画像の速度など
に相関し得る、および／またはマッピングされ得る）。いくつかの実施形態において、他
の追加的な、または代替的な大きさメトリックは、他の追加的な、または代替的な機能の
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量に相関し得る、および／またはマッピングされ得る。いくつかの実施形態において、大
きさメトリックと機能の量との間の相関および／またはマッピングは、特定の選択された
機能に依存し得る。例えば、いくつかの実施形態において、パンニング機能は、位置に基
づく大きさメトリックに相関し得て、および／または、位置に基づく大きさメトリックを
、位置に基づくパンニング機能にマッピングし得る。ここで、スクロール機能は、位置に
基づく大きさメトリックに相関し得て、および／または、位置に基づく大きさメトリック
をスクロール速度にマッピングし得る。
【００４８】
　追加的または代替的に、いくつかの実施形態において、医療従事者は、一連の適切なジ
ェスチャーを使用することで、大きさメトリックを更に増加または減少させ得る。非限定
的な例として、いくつかの実施形態において、これは、医療従事者１２が手１２Ａをヌル
領域７７から、大きさメトリックの第１階層に対応する第１方向領域７５へ動かすこと、
および、次に、いずれかの閾値より上または下に（例えば、ｄ１より上に（図３Ｂ））、
手１２Ａを上げる、または下げること、および、手１２Ａを引いてヌル領域７７に戻して
、ヌル領域７７から第１方向領域７５への動きを繰り返すことで、大きさメトリックを増
加させることを伴う。大きさメトリックを増加または減少させるべく、追加的または代替
的に、他のジェスチャーの組み合わせが使用され得る。例えば、医療従事者１２は、手を
ヌル領域７７から第１方向領域７５へ移動させ得て、次に、大きさメトリックを増加させ
るべく手を上に動かし、大きさメトリックを減少させるべく手を下に動かし得る（または
逆も同様である）。
【００４９】
　追加的または代替的に、いくつかの実施形態において、医療従事者は、マウスホイール
を上から下まで回転させ、次に指を上げて指をホイールの上へ「リセット」し、上から下
までのスクロールを繰り返すことと同様の手段で、一連の適切なジェスチャーを使用して
、ブロック１１６の動作の個別の反復を繰り返すことが可能であり得る。非限定的な例で
あるが、いくつかの実施形態において、これは、医療従事者１２が手１２Ａをヌル領域７
７から、第１方向領域７５（例えば、ヌル領域７７の外であり、（図３Ｃに示されている
図における）概念上の線７１の右）へ動かすことでブロック１１６の第１の反復を発生さ
せ、次に、いずれかの閾値より上に（例えば、ｄ１より上に（図３Ｂ））手１２Ａを上げ
ること、および、手１２Ａをヌル領域７７まで引いて戻して、次に、ヌル領域７７から第
１方向領域７５への動きを繰り返すことで、ブロック１１６の第２の反復を発生させるこ
とを伴い得る。医療従事者１２が手１２Ａをいずれかの閾値より上に上げること以外のジ
ェスチャーは、反復的な一連のジェスチャーを「リセット」するのに使用され得る。例え
ば、医療従事者は、リセットしたいことを示すべく、５本の指すべてをフリックし得て、
次に、手をヌル領域７７に戻してリセットする。いくつかの実施形態において、特定の「
リセット」ジェスチャーは、必須ではなく、ヌル領域７７と第１方向領域７５との間で行
き来するように動かす一連の繰り返しは、第１方向ジェスチャーの反復の繰り返しと解釈
され得て、医療従事者が、手１２Ａを第２方向領域７３（例えば、ヌル領域７７の外であ
り、概念上の線７１の左（図３Ｃ））へ動かさなければ、ブロック１１６の反復を繰り返
し得る。
【００５０】
　再び図１において、図１の実施形態で示されている特定の実施形態にしたがってブロッ
ク１１６を実施することは、コントローラ３０が、通信用インタフェース３６に、（例え
ば、ワークステーション４４に関連付けられた、対応する通信インタフェース４６で）ワ
ークステーション４４と通信する（例えば、コマンドを送信する）させることを含み得る
。図１で示されている実施形態と同様に、ワークステーション４４は、無菌環境１６の外
（例えば、非無菌領域１８）に位置し得る。非限定的な例であるが、通信用インタフェー
ス３６、４６は、適切なＬＡＮまたはＷＡＮネットワークを介して互いに通信し得る適切
に構成された、有線または無線通信用インタフェース（例えばルータ）を有し得る。
【００５１】
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　ワークステーション４４は、適切なソフトウェアインタフェース４８を含み得る。ワー
クステーション４４は、ユーザインタフェースデバイス２６からコマンドを受け取ると、
医療関連情報が保持されている記憶場所４９（例えば、病院のサーバ）とインタラクトし
得る。ワークステーション４４と記憶場所４９との間のインタラクションは、通信用イン
タフェース４６を使用して、適切なＷＡＮまたはＬＡＮネットワーク（図示せず）上で実
施され得る（ただし必須ではない）。いくつかの実施形態において、記憶場所４９は、他
のいずれかの通信プロトコルを使用してワークステーション４４に接続され得る。例えば
、記憶場所４９は、ワークステーション４４がアクセスし得る、ハードドライブ、ＵＳＢ
メモリスティック、光学ディスクなどを含み得る。記憶場所４９は、画像および／または
他の医療関連情報を保存し得る。記憶場所４９は、ワークステーション４４からコマンド
（ユーザインタフェースデバイス２６からのコマンドに対応）を受け取ると、それに応答
して、適切な医療関連情報をワークステーション４４に提供し得て、ワークステーション
４４は次に、その情報をユーザインタフェースデバイス２６に提供し得る。示されている
実施形態において、そのような情報は、ディスプレイ２４にこの情報を表示させる、ユー
ザインタフェースデバイス２６のコントローラ３０に提供される。
【００５２】
　例えば、図１および図４を参照すると、ブロック１０６の選択された機能がスクロール
を含み、ブロック１１４がポジティブである場合、ブロック１１６は、記憶場所４９から
画像を検索すること、および、利用可能な画像のスクロール動作を（ディスプレイ２４上
に）表示することを伴い得る。他の例として、ブロック１０６の選択された機能がズーム
を含み、ブロック１１４がポジティブである場合、ブロック１１６は、特定の画像に関す
るより詳細なデータを記憶場所４９から検索すること、および、特定の画像上でズームイ
ンするためのズーム動作を（ディスプレイ４９上に）表示することを伴い得る。いくつか
の実施形態において、ワークステーション４４は、Ｏｓｉｒｉｘのソフトウェアを実装し
得る。これは、ソフトウェアインタフェース４８の一部であり、画像保管通信システム（
ＰＡＣＳ）、医用デジタル画像・通信システム（ＤＩＣＯＭ）、病院情報システム（ＨＩ
Ｓ）、放射線医学情報システム（ＲＩＳ）などとインタラクトし得る。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、適切な画像を表示するためのデータは、ユーザインタフ
ェースデバイス２６で（例えば、コントローラ３０がアクセス可能なメモリ（図示せず）
内で）既に利用可能であり得るので、ブロック１１６の動作のいくつかは、記憶場所４９
とのインタラクションを必要とし得ない。いくつかの実施形態において、ブロック１１６
の機能を提供するべく、異なるアーキテクチャが実施され得る。例えば、いくつかの実施
形態において、ワークステーション４４は、ディスプレイ２４と直接通信し得て、ワーク
ステーション４４は、ユーザインタフェースデバイス２６から受信されたコマンドに応答
して、ディスプレイ２４に、特定の画像をユーザインタフェースデバイス２６へ送り戻す
ことなく当該画像を表示させ得る。他の例として、いくつかの実施形態において、ユーザ
インタフェースデバイス２６は、記憶場所４９と直接通信し得る。この場合、画像データ
は、ユーザインタフェースデバイス２６によって、記憶場所４９から直接検索され得て、
ワークステーション４４は必要とされ得ない。
【００５４】
　再び図４において、ブロック１１４の問い合わせがネガティブである場合、方法１００
は、第２方向ジェスチャーが検出されたかどうか問い合わせることを伴うブロック１１８
へ進む。上述のように、いくつかの実施形態において、方向ジェスチャーは、ＴＯＦ撮像
デバイス３２と投影面３８との間、および／または、プロジェクタ３４と投影面３８との
間の方向に対してほぼ直交する１つまたは複数の方向の（または、そのような方向の成分
を含む）、医療従事者１２の手１２Ａの動きを含み得る。図３Ｃの示されている実施形態
の例示的な場合において、医療従事者１２の手１２Ａが、ヌル領域７７から、ヌル領域７
７の外であって概念上の線７１の（図３Ｃにおける）左側にある第２方向領域７３へ（図
３Ｃの概略図における方向９４へ）動く場合、これは、第２方向９４の動きを示すジェス
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チャーとして解釈され得る。ブロック１１８において、この第２方向の動きが検出された
場合（すなわち、ブロック１１８の問い合わせがポジティブである場合）、方法１００は
、ブロック１２０へ進み得る。
【００５５】
　ブロック１２０は、ブロック１０６の選択された機能およびブロック１１８の第２方向
に関連付けられた動作を実施することを含み得る。これに関連して、ブロック１２０は、
上述のブロック１１６と逆の方向を有する機能を実装し得る。例えば、いくつかの実施形
態において、ブロック１２０は、従来のマウスのホイール入力に関連付けられた二方向機
能の一方向と同様の機能を実施することを含み得る。例えば、ブロック１０６の選択され
た機能がスクロールを含み、ブロック１１８の問い合わせがポジティブである場合、ブロ
ック１２０は、利用可能な画像を第２方向（ブロック１１６の方向と逆方向）にスクロー
ルすることを伴い得る。コマンドの方向を別として、ブロック１１８および１２０を実施
することは、ブロック１１４および１１６に関連して上述された技術のいずれかを含み得
る。
【００５６】
　ブロック１１８の問い合わせがネガティブである、または、ブロック１２０が終了する
場合、方法１００は、ブロック１２２へ進み得る。ブロック１２２は、医療従事者１２の
手１２Ａが、遅延閾値（例えば、閾値期間）より長い間、対象領域（ＲＯＩ）の外に移動
しているかどうかの、ブロック１０８の問い合わせと同様の問い合わせることを伴い得る
。ブロック１２２の問い合わせは、ブロック１０８に関連して上述されたものと同様の技
術を使用して実施され得る。ブロック１２２の問い合わせがポジティブである（すなわち
、医療従事者１２の手１２Ａが、閾値期間より長く、対象領域の外に位置する）場合、方
法１００は、プロジェクタ３４をオフにする（または、そうでなければ、ユーザインタフ
ェースメニュー画像２２を投影面３８上に投影しない、または、それを中断する）ことを
伴うブロック１１０に進む。ブロック１１０の後で、方法１００は、ブロック１０２に進
む（すなわち、システム１０は、初期状態に戻る）。いくつかの実施形態において、医療
従事者１２の手１２Ａが対象領域の外に位置することが（例えば、遅延閾値の前に）最初
に検出されたとき、システム１０は（ブロック１２２の一部として）、システム１０が遅
延閾値の後で初期状態に戻ることを示す警告を出す。例えば、閾値時間の前に、医療従事
者１２の手１２Ａが対象領域の外に位置することが検出された後で、コントローラ３０は
、プロジェクタ３４に、システム１０が間もなく初期状態に戻ることの視覚的なインジケ
ータ（例えば、ユーザインタフェースメニュー画像２２上に投影される赤色の円、ならび
に、ユーザインタフェース画像の点滅および／または強調など）を投影させ得る。一方、
ブロック１２２の問い合わせがネガティブである場合（すなわち、医療従事者１２の手１
２Ａが対象領域の中に位置する、または、閾値期間より短い間、対象領域の外に位置する
）、方法１００は、ブロック１１４に戻る。
【００５７】
　図６は、特定の実施形態による図４の方法１００においてブロック１１１に加えて、お
よび／または、その代わりに使用され得る方法２１１の概略図である。図４のブロック１
１１と同様に、図６の方法２１１は、特定の実施形態による特定の機能（例えば、ブロッ
ク１０６において選択される機能）を実施するための方法を含む。多くの点において、図
６の方法２１１は、本明細書の他の箇所に記載されているブロック１１１と同様である。
したがって、単純化のために、本記載はブロック１１１と方法２１１との間の違いに焦点
を当てる。当業者であれば、本明細書の他の箇所に記載されているブロック１１１の技術
が方法２１１のどこで使用され得るか理解できるであろう。方法２１１は、ブロック１０
６の問い合わせ（図４を参照）がポジティブであるときに開始される。方法２１１は、ブ
ロック１０６の問い合わせの結果として選択された特定の機能を示すことを含む、オプシ
ョンのブロック２１２において開始する。ブロック２１２は、上述のブロック１１２と実
質的に同様であり得る。
【００５８】
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　方法２１１は次に、コントローラ３０が、プロジェクタ３４に、サブメニュー画像２５
０を投影面３８に投影させることを伴う、ブロック２１３へ進む。サブメニュー画像２５
０を投影面３８に投影することは（投影の内容を別として）、ユーザインタフェースメニ
ュー画像２２を投影面３８に投影することと実質的に同様であり得る。図７は、特定の実
施形態による、ブロック２１３における、投影面３８上に投影され得るサブメニュー画像
２５０の例を示す。サブメニュー画像２５０は、複数のサブメニュー画像セクション２５
２（個別には、サブメニュー画像セクション２５２Ａ、２５２Ｂ、２５２Ｃ、２５２Ｄ、
２５２Ｅ）を含む。サブメニュー画像セクション２５２は、ユーザインタフェース画像セ
クション５０の選択のための、本明細書に記載された技術のいずれかと同様の手段でジェ
スチャー（例えば、医療従事者１２の手１２Ａのジェスチャー）を使用することで選択さ
れ得る。図７で示されている実施形態において、ユーザインタフェースメニュー画像２２
は、サブメニュー画像２５０と同時に投影されており、ユーザインタフェースメニュー画
像２２は、スクロール機能（ユーザインタフェース画像セクション５０Ａ）が強調された
状態で示されているが、これらの特徴のいずれも必須ではない。いくつかの実施形態にお
いて、ユーザインタフェースメニュー画像２２は、方法２１１の間に表示されない。いく
つかの実施形態において、ユーザインタフェースメニュー画像２２は、方法２１１の間に
表示されるが、サイズを減少させて、または、サブメニュー画像２５０がユーザインタフ
ェースメニュー画像２２に対して強調されることを可能にする他のいずれかの形で示され
る。いくつかの実施形態において、ユーザインタフェースメニュー画像２２の一部（例え
ば、ユーザインタフェース画像セクション５０のうち選択された１つに対応するアイコン
）だけが方法２１１の間に表示される。
【００５９】
　図７の実施形態のサブメニュー画像２５０は、サブメニュー画像セクション２５２Ａ（
高振幅／速度左機能に対応）、２５２Ｂ（低振幅／速度左機能に対応）、２５２Ｃ（停止
機能に対応）、および、２５２Ｄ（低振幅／速度右機能に対応）、２５２Ｅ（高振幅／速
度右機能に対応）を含むことが分かる。上述のように、サブメニュー画像セクションの各
々に対応する機能は、ユーザインタフェース画像セクション５０の選択のための、本明細
書に記載されるジェスチャーのいずれかに基づく技術を使用して選択され得る。ブロック
２１４において、方法２１１は、医療従事者１２が、サブメニュー画像セクション２５２
および対応する機能のいずれを選択するのにジェスチャーを使用したかどうか問い合わせ
ることを伴う。ブロック２１４の問い合わせがネガティブである場合、方法２１１は、図
４およびブロック１１１に関連して上述されているブロック１２２と実質的に同様である
ブロック２２２に進む。ブロック２１４の問い合わせがポジティブである場合、方法２１
１は、ブロック２１６に進む。ブロック２１６は、システム１０が、ブロック２１４の選
択されたサブメニューの方向および振幅／速度で、ブロック１０６の選択された機能を実
施することを伴う。例えば、図７の例の場合、ブロック１０６の選択された機能は、スク
ロール機能（ユーザインタフェースメニューのセクション５０Ａに対応する）である。ブ
ロック２１４において、医療従事者１２がジェスチャーを使用してサブメニュー画像セク
ション２５２Ｅを選択する場合、システム１０は、ブロック２１６において、ディスプレ
イ２４（図１）上に表示されている画像を、比較的速いスクロール速度（高振幅）で、右
または上（方向）にスクロールさせ得る。一方、ブロック２１４において、医療従事者１
２がジェスチャーを使用してサブメニュー画像セクション２５２Ｂを選択する場合、シス
テム１０は、ブロック２１６において、ディスプレイ２４上に表示されている画像を、比
較的小さいスクロール速度（低振幅）で、左または下（方向）にスクロールさせ得る。方
法２１１のブロック２１６を実施するのに使用される方法および技術は、例えば、図４の
ブロック１１６および／または１２０の動作を実施することに関連して本明細書に記載さ
れている方法および技術のいずれかと同様であり得る。
【００６０】
　ブロック２１８において、方法２１１は、ブロック２１４のサブメニュー画像セクショ
ン２５２が選択されたままであるかどうか確認することを伴う。医療従事者１２が（例え
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ば、特定のサブメニュー画像セクション２５２上に手１２Ａを配置したままにすることに
よって、または、そうでなければ、ジェスチャーを使用して特定のサブメニュー画像セク
ション２５２を選択することによって）、特定のサブメニュー画像セクション２５２およ
びその対応する機能を選択し続ける場合、ブロック２１８の問い合わせはポジティブであ
り、方法２１１は、システム１０が対応する動作を実施し続けるブロック２１６に戻る。
医療従事者１２が（例えば、サブメニュー画像２５０から離れるように手１２Ａを動かす
ことによって、または、そうでなければ、ジェスチャーを使用して特定のサブメニュー画
像セクション２５２の選択を解除することによって）、特定のサブメニュー画像セクショ
ン２５２およびその対応する機能の選択を中止する場合、ブロック２１８の問い合わせは
ネガティブであり、方法２１１はオプションのブロック２２０へ進む。オプションのブロ
ック２２０において、システム１０は、図７の実施形態のサブメニュー画像セクション２
５２Ｃ内に示されている「停止」アイコンを強調し得る。オプションのブロック２２０に
おいて停止アイコンを強調するのに使用される技術は、オプションのブロック１１２にお
いて選択された機能を示すための、本明細書に記載のいずれかの技術と同様であり得る。
停止アイコンを強調するための、同様のオプションのブロックが、ブロック２１４の「Ｎ
Ｏ」分岐とブロック２２２との間に位置し得る。方法２１１は最終的に、本明細書の他の
箇所に記載されているブロック１２２と同様の機能を提供するブロック２２２に到達する
。
【００６１】
　当業者であれば、（ブロック１１１および／または方法２１１を使用して実施される）
方法１００の機能は、２つの逆方向の方向性動作（例えば、ブロック１１６および１２０
に関連付けられた動作）を提供することを理解するであろう。いくつかの実施形態におい
て、特定の選択された動作について、異なる数の方向が提供され得る。例えば、図２のユ
ーザインタフェースメニュー画像２２において、ユーザインタフェース画像の１つ（セク
ション５０Ｂ）は、２つより多くの逆方向のパンニングを含み得るパンニングに対応する
。この場合、図４の方法１００は、追加的な（例えば、第３および第４の）方向を除いて
ブロック１１４、１１８と同様の追加的な問い合わせと、そのような追加的な方向を除い
てブロック１１６、１２０と同様の対応する追加的な動作とを提供することによって変更
され得る。そのような実施形態において、追加的な方向ゾーンが図３Ｃの概略図において
提供され得る。同様に、そのような追加的な方向を提供するべく、方法２１１において、
追加的なサブメニュー画像セクション２５２が使用され得る。
【００６２】
　ユーザインタフェース画像セクション５０、および、それらの対応する機能を選択する
目的で、システム１０は、メニューのようなインタラクションを医療従事者１２に提供す
る。いくつかの実施形態において、「ドリルダウン」タイプのメニューインタラクション
が提供され得て、特定のユーザインタフェース画像セクション５０に関連付けられた「機
能」によって、コントローラ３０は、プロジェクタ３４に、ユーザインタフェースサブ画
像を表示させ、当該ユーザインタフェースサブ画像は、対応するグラフィックおよび／ま
たはテキストアイコンならびに対応する機能を有するユーザインタフェースサブ画像の画
像セクションの新しいセットを含むことが理解されるであろう。複数の階層のサブメニュ
ーが、この手段で実施され得ることが理解されるであろう。方法１００は、例えば、ブロ
ック１０６と同様の、複数の階層の問い合わせを提供することで、そのような機能を提供
するように変更され得て、選択ジェスチャーの連続的な検出の各々において、対応するユ
ーザインタフェースサブ画像を表示することは、ユーザインタフェース画像セクションの
新しいセットを含む。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、方法１００の一部として行われる動作の方向は、必須で
はない。例えば、ユーザインタフェース画像セクション５０の１つ、または、ユーザイン
タフェースサブ画像セクションの１つに関連付けられた機能の特定の１つを選択すれば、
十分であり得る。そのような実施形態において、ブロック１１１および／または方法２１
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１は、方向を考慮することなく、選択された動作を実施することを伴うブロックによって
置き換えられるか、（例えば、そのブロックを追加することで）増大される。非限定的な
例であるが、いくつかの実施形態において、ユーザインタフェースサブ画像セクションは
、現在のビデオクリップを再生する、または、一連の次の番号（例えば、３００）の画像
をビデオクリップ化してそれを再生する機能に関連付けられ得る。そのようなユーザイン
タフェースサブ画像セクションが選択された場合、方法１００のブロック１１１は、いか
なる方向の問い合わせもなくビデオクリップを再生すること、および、次に、ビデオクリ
ップの再生後にブロック１２２へ進むことを含み得る。
【００６４】
　上述のように、コントローラ３０は、プロジェクタ３４に、ユーザインタフェースメニ
ュー画像２２を、無菌環境１６に位置し、医療従事者１２が見てインタラクトすることに
適した投影面３８上に投影させる。いくつかの実施形態において、投影面３８は、患者１
４が位置する手術台２８の部分２８Ａのほぼ横方向の表面を含み得る。医療従事者１２は
、手術台２８の部分２８Ａとユーザインタフェースデバイス２６との間の空間６８におい
て一方の（または両方の）手１２Ａを使用するジェスチャーを作ることで、システム１０
とインタラクトし得て、そのようなジェスチャーは、投影されるユーザインタフェースメ
ニュー画像２２に対する、および／または、ユーザインタフェースメニュー画像２２が投
影される投影面３８に対する、医療従事者の手１２Ａの位置に基づいて解釈され得る。い
くつかの実施形態において、システム１０は、投影されるユーザインタフェースメニュー
画像２２が、手術台２８の部分２８Ａに（例えば、手術台の端に交差することなく）適合
するように、（ＴＯＦ撮像システム３２によって取得されたデータに基づいて）投影され
るユーザインタフェースメニュー画像２２サイズを調節し得る。例えば、コントローラ３
０は、手術台２８の端の一方の側を（例えば、端の他方の側における、手術台２８と床と
の間の高さの急激な変化によって）見つけるべく、ＴＯＦ撮像システム３２によってキャ
プチャされたデータを解釈し得る。コントローラ３０は次に、プロジェクタ３４に、（投
影されているときの）ユーザインタフェースメニュー画像２２のサイズを調節して手術台
２８の部分２８Ａに適合させ得る。
【００６５】
　投影面３８が手術台２８の部分２８Ａを含む実施形態において、投影面３８は、ほぼ横
方向であるが、不規則（例えば、非平面、または、完全ではないがほぼ横方向）であり得
る。投影面３８のこの不規則性は、患者の身体の存在、いずれかの投影面（例えば、手術
台）の被覆の状態、医療器具の存在などに起因し得る。いくつかの実施形態において、シ
ステム１０は、投影面３８の検出された不規則性に基づいて、投影されている、ユーザイ
ンタフェース画像２２を補償し得る。例えば、コントローラ３０は、ＴＯＦ撮像システム
３２によって取得された情報に基づいて、投影面３８の３Ｄ形状を判定し得て、そのよう
な３Ｄ形状を使用することで、プロジェクタ３４に、ユーザインタフェースメニュー画像
２２の投影を調節して表面の不規則性を補償させる。いくつかの実施形態において、シス
テム１０は、投影されているユーザインタフェース画像を調節して、投影面３８の反射率
および／または色を補償し得る。例えば、コントローラ３０は、ＴＯＦ撮像システム３２
、または、カラーカメラなど他のいずれかの適切な撮像システム（図示せず）によって取
得されたデータに基づいて、投影面３８の反射率または色を推定し得る。コントローラ３
０は、次に、この情報を使用することで、プロジェクタ３４に、ユーザインタフェースメ
ニュー画像２２の投影を調節して投影面３８の反射率および／または色を補償させる。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、放射源６４（図３Ａを参照）による、検知ボリューム６
０の不規則な照射を補償するべく、ＴＯＦ撮像システム３２の積分時間を調節することが
望ましいことがある。ＴＯＦ撮像システム３２の積分時間を調節することは、検出器６６
で受け取る放射の量を調節することに対応する。この目的で、空間６８は、図５Ａで示さ
れているように、さらに、例えば図５Ａにおける点線で示された適切な径座標閾値によっ
て表現されているように、３つの断面対象領域１４０、１４２、１４４へと概念的に分割
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され得る。図５Ａで示されている実施形態において、中心領域１４０は、断面内で円形で
あり、領域１４２、１４４は、断面内で輪状であり、これらの領域は、軸６９に対して同
心円状である。他の実施形態において、他の数および／または形の対象領域が使用され得
ることが理解されるであろう。いくつかの実施形態において、システム１０は、医療従事
者１２の手１２Ａの３Ｄ位置を発見または追跡し得て、手１２Ａが位置する対象領域（例
えば、領域１４０、１４２または１４４）と、手１２ＡとＴＯＦ撮像システム３２との間
（または、手１２Ａと、ＴＯＦ撮像システム３２に関連付けられた基準位置（例えば、座
標系原点）との間）の軸６９に沿った距離（例えば、高さ）ｈとに基づいて、ＴＯＦ撮像
システム３２の積分時間を補償し得る。領域１４２における例示的な手１２Ａの位置は、
図５Ａに示されている。手１２Ａと、ＴＯＦ撮像システム３２に関連付けられた基準位置
との間の、軸６９に沿った例示的な距離ｈは、図３Ａに示されている。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、これら２つの入力は、１つまたは複数のルックアップテ
ーブルに基づき適切な積分時間を決定するための基礎として使用され得る。そのようなル
ックアップテーブルの基礎として使用され得る適切なプロットは、図５Ｂで提供されてい
る。具体的には、手１２Ａが位置すると判定された対象領域（例えば、１４０、１４２、
１４４）は、プロットのルックアップテーブルが、（ｉ）中心の対象領域１４０に対応す
るか、（ｉｉ）輪状の対象領域１４２に対応するか、（ｉｉｉ）輪状の対象領域１４４の
に対応するか選択するための基礎として使用され得る。プロットが選択されると、ＴＯＦ
撮像システム３２に関連付けられている基準位置からの手１２Ａの距離ｈに基づいて、積
分時間を提供するのに使用される特定の曲線が選択され得る。すなわち、各プロットのｙ
軸は、距離ｈを提供し、各プロットのｘ軸は、対応する積分時間を提供する。
【００６８】
　本明細書に記載されている実施形態のいくつかは、手１２Ａの比較的小さい動きを利用
する。このことは、無菌環境１６（図１）内に比較的多くの人が存在する場合、および／
または、医療従事者１２が処置中に重い含鉛防護服を着用する場合に有利であり得る。本
明細書に記載されているいくつかの実施形態は、ユーザインタフェース画像を、上向きの
ほぼ横方向の表面上に投影する天井取り付けシステムを利用する。この向きは、医療従事
者１２がジェスチャーを有効にするべく、患者から顔を上げ、手術台２８の向こう側にあ
る、鉛直のスクリーンを有するモニタの方を向くことが必要でないことがあるという理由
と、無菌環境１６内における他の物体または器具によってＴＯＦ撮像システムが閉塞する
ことを回避し得るという理由と、無菌環境１６内における他の物体または器具への干渉を
ほぼ回避し得るという理由とから、有利であり得る。
【００６９】
　本発明の特定の実装は、コンピュータおよび／またはプロセッサに本発明の方法を実施
させるソフトウェア命令を実行するコンピュータおよび／またはコンピュータプロセッサ
を含み得る。例えば、コンピュータシステム内の１つまたは複数のプロセッサは、プロセ
ッサがアクセス可能なプログラムメモリから検索されたソフトウェア命令を実行すること
により、本明細書に記載の方法におけるデータ処理段階を実施し得る。また、発明は、プ
ログラム製品の形態として提供され得る。プログラム製品は、データプロセッサによって
実行されたときにデータプロセッサに本発明の方法を実行させる命令を含むコンピュータ
可読信号のセットを有するいずれかの媒体から成り得る。本発明によるプログラム製品は
、幅広い様々な形態のいずれであり得る。プログラム製品は、例えば、磁気データ記憶媒
体（フロッピー（登録商標）ディスケットなど）、ハードディスクドライブ、光学データ
記憶媒体（ＣＤ、ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、電子データ記憶媒体（ＲＯＭ、フラッシュＲＡ
Ｍなど）などの物理的（不揮発性）媒体を含み得る。命令は、暗号化および／または圧縮
された形式でプログラム製品中に存在し得る。
【００７０】
　コンポーネント（例えば、ソフトウェアモジュール、コントローラ、プロセッサ、アセ
ンブリ、デバイス、コンポーネント、回路など）が上述されている場合、別段の指定が無
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い限り、そのコンポーネントへの言及（「意味する」という言及を含む）は、記載されて
いるコンポーネントの機能を実施する何らかのコンポーネントの均等物（すなわち、機能
的に均等物）を含むものと解釈されるべきである（本発明の例示的な実施形態で示されて
いる機能を実施する、開示されている構造と構造的に均等でないコンポーネントを含む）
。
【００７１】
　多くの例示的な態様および実施形態が本明細書で検討されているが、当業者であれば、
特定の変形、変更、追加、および、それらのサブコンビネーションを認めるであろう。例
えば、
　・システム１０によってディスプレイ２４上に表示され得る医療関連情報は、一般的に
、いかなるタイプの情報も含み得る。いくつかの実施形態において、この医療関連情報は
、処置が実施されている患者１４の画像を含み得る。そのような画像は、処置の前または
間に取得され得て、一般的に、そのような画像を取得するのに使用される技術のタイプに
制限は無い。非限定的な例であるが、そのような画像は、Ｘ線、コンピュータ断層撮影（
ＣＴ）スキャン、核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）、超音波、内視鏡検査、エラストグラフィ
、サーモグラフィ、陽電子放射断層撮影などによって取得される。いくつかの実施形態に
おいて、いくつかのそのような画像は、まとめられてビデオクリップになる。本明細書で
使用されている、画像という単語は、ビデオクリップを含むものと理解されるべきである
。
　・図４の方法１００において、特定の機能の方向、振幅、および／または、速度を有効
にするのに使用されるジェスチャーは上述されたものに限定されず、ＴＯＦ撮像システム
３２によって識別可能である、いずれかの適切なジェスチャーを含み得る。非限定的な例
であるが、医療従事者１２がＴＯＦ撮像システム３２に対して一方向に手１２Ａを動かす
場合、スクロール機能の速度は、速くスクロールするようになり得て、医療従事者１２が
ＴＯＦ撮像システム３２に対して逆方向に手１２Ａを動かす場合、遅くスクロールするよ
うになり得る。
　・上述の実施形態のいくつかにおいて、距離および閾値は、ジェスチャーを識別するべ
くシステム１０によって使用され、または、そうでなければ、投影面３８に関して記載さ
れる。いくつかの実施形態において、システム１０は、ＴＯＦ撮像システム３２の検知ボ
リュームにおける他の物体からベッド２８を識別するように構成され得て、投影面３８に
対するそのような閾値および距離を設定することに加え、または、その代わりに、ベッド
２８の表面（または、推定される表面）に対する、そのような閾値および距離を設定し得
る。
　・実施形態は本明細書において、医療従事者１２が自身の手１２Ａを使用して作るジェ
スチャーを解釈するものとして記載されている。手１２Ａの使用は、明示的に必須のもの
ではない。システム１０は、医療従事者１２が他の物体（医療従事者１２が持っている器
具、医療従事者１２の他の手足、医療従事者１２の指など）を使用して作る３Ｄジェスチ
ャーを解釈するように構成され得る。
　・いくつかの実施形態において、コントローラ３０は、医療従事者１２とユーザインタ
フェースメニュー画像２２とのインタラクションを伴わない他のジェスチャー（例えば、
指ベースのジェスチャー）を（ＴＯＦ撮像システム３２からの３Ｄ画像を用いて）識別し
得る。そのような他のジェスチャーは、そのように識別された場合、追加的または代替的
な機能を提供するのに使用され得る。
　・上述の実施形態において、掌を下に下ろす動作に基づくジェスチャーボキャブラリー
が、システム１０によって定義および認識される。いくつかの実施形態において、このジ
ェスチャーボキャブラリーに対し、追加、または、他の変更が行われ得る。
【００７２】
　多くの例示的な態様および実施形態が上述されているが、当業者であれば、それらの特
定の変形、変更、追加、および、サブコンビネーションを認めるであろう。したがって、
以下に添付される特許請求の範囲、および、本明細書で後に登場する特許請求の範囲は、
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本発明の真の精神および範囲内で、そのような変形、変更、追加、および、サブコンビネ
ーションのすべてを含むものと解釈することが意図されている。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】



(33) JP 2017-533487 A 2017.11.9

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月25日(2017.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にするためのシ
ステムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面上に投影するためのプロジェクタであって
、前記ユーザインタフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンを含み、各ユーザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュ
ー画像の異なる部分を占め、対応する機能に関連付けられている、プロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体に関する３次元位置情報をキャプチャ
するための３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続されているコ
ントローラであって、
　前記３次元光学撮像システムと前記投影面との間の空間における前記医療従事者の手の
位置を推定するべく、前記３次元位置情報を解釈すること、および、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する前記手の前記位
置、および、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医
療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つ、および、前記対応する機能の選択であると解釈することを行う、コントロー
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ラと
　を備え、
　前記コントローラは、ディスプレイに複数の画像を表示させ、前記ディスプレイに医療
関連情報を含む画像を表示させ、
　前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１
つおよび前記対応する機能の前記選択として解釈した後は、表示される前記画像、および
、前記医療関連情報のうち少なくとも１つは、前記複数のユーザインタフェース画像セク
ションの前記特定の１つ、および前記対応する機能の前記選択に少なくとも部分的に基づ
く、
　システム。
【請求項２】
　プロジェクタ、前記３次元光学撮像システム、および、前記ディスプレイは、前記医療
処置が実施されている無菌環境内に位置する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記投影面は、ほぼ横方向の表面を含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記投影面は、前記医療処置を受けている患者が位置する手術台の一部を含む、請求項
１から３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記投影面は、前記医療処置において使用するための複数の器具を保持するためのサイ
ドテーブルの、ほぼ横方向の表面を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記プロジェクタに接続され、前記プロジェクタが前記ユーザイ
ンタフェースメニュー画像を前記投影面上に投影しないオフ状態から、前記プロジェクタ
が前記ユーザインタフェースメニュー画像を前記投影面上に投影するオン状態へと、前記
プロジェクタを切り替え、当該切り替えは、前記プロジェクタを前記オン状態へと切り替
える前に、前記医療従事者の前記手が、前記検知ボリューム内の切り替え位置に位置する
ことの検出に、少なくとも部分的に基づいており、前記切り替え位置の前記投影面からの
距離は、閾値距離より小さい、請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　各ユーザインタフェース画像セクションは、対応する機能に関連付けられた、表示され
るグラフィックおよび／またはテキストを含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の
システム。
【請求項８】
　前記コントローラは、前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションの前記特定の１つの上にある前記手の位置に基づく前記複数のユ
ーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択
として解釈する、請求項１から７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションの前記特定の１つからの前記手の近接度に基づく前記複数のユー
ザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択と
して解釈する、請求項１から８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記コントローラは更に、前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザイ
ンタフェース画像セクションのうち前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択と
して解釈した後で、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされた前記３次元位
置情報に基づいて、前記医療従事者の手の少なくとも１つによって作られる動きを含む１
つまたは複数のジェスチャーを、前記ディスプレイ上に表示される前記医療関連情報とイ
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ンタラクトするための１つまたは複数の対応するコマンドを示すものと解釈し、前記ディ
スプレイに、前記ディスプレイ上に表示される前記医療関連情報上で、１つまたは複数の
対応するコマンドを有効にさせる、請求項８または９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記コントローラは、
　前記プロジェクタに、サブメニュー画像を前記投影面上に投影させることであって、前
記サブメニュー画像は、複数のサブメニュー画像セクションを含み、各サブメニュー画像
セクションは、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する１つに関連付けられて
いる、前記サブメニュー画像の異なる部分を占める、投影させること、および、
　前記１つまたは複数のジェスチャーを、複数のサブメニューインタフェースセクション
の特定の１つに対する前記１つまたは複数のジェスチャーの位置に基づく、前記複数のサ
ブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応す
るコマンドの対応する１つとの選択を含むものとして解釈することによって、
　前記１つまたは複数のジェスチャーを、１つまたは複数の対応するコマンドを示すもの
と解釈する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　各サブメニュー画像セクションは、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する
１つに関連付けられた、表示されるグラフィックおよびテキストのうち少なくとも１つを
含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記１つまたは複数のジェスチャーを、前記複数のサブメニュー
インタフェースセクションの前記特定の１つの上の、前記１つまたは複数のジェスチャー
の前記位置に基づく、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１
つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する１つとの前記選択を含むも
のとして解釈する、請求項１１または１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、前記１つまたは複数のジェスチャーが、前記複数のサブメニュー
インタフェースセクションの前記特定の１つに対する前記１つまたは複数のジェスチャー
の近接度に基づく、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つ
と、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する１つとの前記選択を含むもの
と解釈する、請求項１１から１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像をズ
ームインするズームインコマンドと、前記ディスプレイ上に表示される画像をズームアウ
トするズームアウトコマンドとを含む、請求項１０から１４のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される複数の画
像を第１方向にスクロールすること、および、前記ディスプレイ上に表示される画像を第
２方向にスクロールすることを含む、請求項１０から１５のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像の周
囲で様々な方向にパンニングすることを含む、請求項１０から１６のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、第１方向コマンド、および、前記第１方向
コマンドと逆方向である第２方向コマンドを含む、請求項１０から１７のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１９】
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　前記第１方向コマンドは、第１方向の第１ジェスチャーに関連付けられ、前記第２方向
コマンドは、第２方向の第２ジェスチャーに関連付けられ、前記第１方向および前記第２
方向は、互いに対してほぼ逆である、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コントローラは、前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされる前記３次
元位置情報に基づいて、前記第１方向における前記ジェスチャーに関連付けられた動きの
量と、前記第１方向における前記ジェスチャーの位置と、前記第１方向における前記ジェ
スチャーの速度とのうち、少なくとも１つに基づく、前記第１ジェスチャーに関連付けら
れた大きさメトリックを決定する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記コントローラは、前記ディスプレイに、前記大きさメトリックに基づいて、前記デ
ィスプレイ上に表示される前記医療関連情報上で１つまたは複数の対応するコマンドを有
効にさせる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドの各々は、方向性および大きさメトリックを含
み、前記コントローラは、前記ディスプレイに、前記１つまたは複数の対応するコマンド
の前記対応する１つの前記方向性および前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプ
レイ上に表示される前記医療関連情報上で、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前
記対応する１つを有効にさせる、請求項１１から１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記特定のジェスチャーは、前記投影面の閾値距離内にある位置へ前記医療従事者の手
の１つを動かすことを含む、請求項１０から２２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記閾値距離は、前記投影面に関連付けられた基準点に対して決定され、前記基準点は
、前記３次元光学撮像システムにもっとも近い、前記投影面上の点を含む、請求項２３に
記載のシステム。
【請求項２５】
　前記閾値距離は、前記投影面に関連付けられた基準点に対して決定され、前記基準点は
、前記投影面上の複数の点の平均を含む、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記閾値距離は、前記検知ボリュームにおけるベッドの検出に基づく、前記投影面の前
記位置の推定に対して決定される、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記コントローラは、前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションの前記特定の１つおよび前記対応する機能の前記選択として解釈
した後で、前記プロジェクタに、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つ、および、前記対応する機能が選択されたという表示を、前記ユーザインタフ
ェースメニュー画像内に投影させる、請求項１から２６のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記コントローラは、前記プロジェクタに、前記表示を前記ユーザインタフェースメニ
ュー画像内に投影させ、前記医療従事者の身体の一部、および、前記医療従事者によって
使用されている器具の１つまたは複数に、前記表示を含む前記ユーザインタフェースメニ
ュー画像の一部を投影する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記投影面は、不規則な表面形状を含み、前記コントローラは、前記プロジェクタに、
前記３次元光学撮像システムによってキャプチャされた前記３次元位置情報に基づいて、
前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節し、前記投影面の前記不規則な
表面形状を補償させる、請求項１から２８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３０】
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　前記コントローラは、前記プロジェクタに、前記３次元光学撮像システムによってキャ
プチャされた位置情報に基づいて、前記投影面の前記不規則な表面形状のモデルを作成し
、前記モデルに基づいて、前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節させ
る、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記投影面の前記不規則な表面形状は、患者の身体の存在によって生じる１つまたは複
数の不規則性と、手術台の複数の被覆の存在によって生じる複数の不規則性と、１つまた
は複数の医療器具の存在によって生じる複数の不規則性とを含む、請求項２９または３０
に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記コントローラは、前記ディスプレイに、前記複数のユーザインタフェース画像セク
ションの前記特定の１つの前記選択に少なくとも部分的に基づいて、医療関連情報を含む
複数の画像の中の、医療関連情報を含む特定の画像を表示させる、請求項１から３１のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記コントローラは、前記投影面の反射率と、前記投影面の色とのうち少なくとも１つ
を示す測定データに基づいて前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節す
る、請求項１から３２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３４】
　本明細書に開示されている、他のいずれかの特徴、複数の特徴のコンビネーション、ま
たは、複数の特徴のサブコンビネーションを含む、請求項１から３３のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項３５】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にする方法であ
って、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階であって、前記ユーザイン
タフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクションを含み、各ユー
ザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュー画像の異なる部
分を占め、対応する機能に関連付けられている、段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体に関する３次元位置情報をキャプチャ
する段階と、
　前記検知ボリューム内の前記医療従事者の手の位置を推定するべく前記３次元位置情報
を解釈する段階と、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する前記手の前記位
置、および、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医
療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つ、および前記対応する機能の選択であると解釈する段階と、
　ディスプレイに、医療関連情報を含む画像を表示させる段階であって、前記手の前記位
置が、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つ、および、前記
対応する機能の前記選択であると解釈した後は、表示される前記画像および前記医療関連
情報のうち少なくとも１つは、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特
定の１つ、および、前記対応する機能の前記選択に少なくとも部分的に基づく、段階と
　を含む、方法。
【請求項３６】
　前記投影面は、ほぼ横方向の表面を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記投影面は、前記医療処置を受けている患者が位置する手術台の一部を含む、請求項
３５または３６に記載の方法。
【請求項３８】
　プロジェクタが前記ユーザインタフェースメニュー画像を前記投影面上に投影しないオ
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フ状態から、前記プロジェクタが前記ユーザインタフェースメニュー画像を前記投影面上
に投影するオン状態へと、前記プロジェクタを切り替える段階を含み、当該切り替えは、
前記プロジェクタを前記オン状態へと切り替える前に、前記３次元位置情報から、前記医
療従事者の前記手が前記検知ボリューム内の切り替え位置に位置することを検出すること
に、少なくとも部分的に基づいており、前記切り替え位置の前記投影面からの距離は、閾
値距離より小さい、請求項３５から３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　各ユーザインタフェース画像セクションについて、対応する機能に関連付けられている
グラフィックおよびテキストのうち少なくとも１つを前記投影面上に投影する段階を含む
、請求項３５から３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンの前記特定の１つの上にある前記手の位置に基づく、前記複数のユーザインタフェース
画像セクションの特定の１つと、前記対応する機能との前記選択として解釈する段階を含
む、請求項３５から３９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンの前記特定の１つに対する前記手の近接度に基づく、前記複数のユーザインタフェース
画像セクションの特定の１つと、前記対応する機能との前記選択として解釈する段階を含
む、請求項３５から４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応する機
能との前記選択として解釈する段階の後で、前記３次元位置情報に基づいて、前記医療従
事者の前記手の前記位置を、前記医療従事者の手のうち少なくとも１つによって作られる
動きを含む、１つまたは複数のジェスチャーを、前記ディスプレイ上に表示される前記医
療関連情報とインタラクトするための１つまたは複数の対応するコマンドを示すものとし
て解釈する段階と、前記ディスプレイに、前記ディスプレイ上に表示される前記医療関連
情報上で、それらの１つまたは複数の対応するコマンドを有効にさせる段階とを更に含む
、請求項４０または４１に記載の方法。
【請求項４３】
　サブメニュー画像を前記投影面に投影する段階であって、前記サブメニュー画像は、複
数のサブメニュー画像セクションを含み、各サブメニュー画像セクションは、前記１つま
たは複数の対応するコマンドの対応する１つに関連付けられている前記サブメニュー画像
の異なる部分を占める、段階と、
　前記医療従事者によって作られる前記１つまたは複数の更なるジェスチャーを、複数の
サブメニューインタフェースセクションの特定の１つに対する前記１つまたは複数の更な
るジェスチャーの位置に基づいて、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの
前記特定の１つと、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対応する１つとの選択を含
むものとして解釈する段階とによって、
　前記１つまたは複数のジェスチャーを、前記１つまたは複数の対応するコマンドを示す
ものとして解釈することを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　各サブメニュー画像セクションについて、前記１つまたは複数の対応するコマンドの対
応する１つに関連付けられているグラフィックおよび／またはテキストを表示する段階を
含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記１つまたは複数のジェスチャーを、前記複数のサブメニューインタフェースセクシ
ョンの前記特定の１つの上にある前記１つまたは複数のジェスチャーの前記位置に基づく
、前記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つと、前記１つまた
は複数の対応するコマンドの前記対応する１つとの前記選択を含むものとして解釈する段
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階を含む、請求項４３または４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記１つまたは複数のジェスチャーを、前記複数のサブメニューインタフェースセクシ
ョンの前記特定の１つに対する前記１つまたは複数のジェスチャーの近接度に基づく、前
記複数のサブメニューインタフェースセクションの前記特定の１つと、前記１つまたは複
数の対応するコマンドの前記対応する１つとの前記選択を含むものとして解釈する段階を
含む、請求項４３から４５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４７】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像をズ
ームインするためのズームインコマンドと、前記ディスプレイ上に表示される画像をズー
ムアウトするためのズームアウトコマンドとを含む、請求項４２から４６のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項４８】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される複数の画
像の第１方向へのスクロールと、ディスプレイ上に表示される複数の画像の第２方向への
スクロールとを含む、請求項４２から４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、前記ディスプレイ上に表示される画像の周
囲の様々な方向でのパンニングを含む、請求項４２から４８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５０】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドは、第１方向コマンドと、前記第１方向コマン
ドと逆方向の第２方向コマンドとを含む、請求項４２から４９のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５１】
　前記第１方向コマンドは、第１方向での第１ジェスチャーに関連付けられ、前記第２方
向コマンドは、第２方向での第２ジェスチャーに関連付けられ、前記第１方向および前記
第２方向は、互いにほぼ逆の向きである、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記３次元位置情報に基づいて、前記第１方向での前記ジェスチャーに関連付けられた
動きの量と前記第１方向での前記ジェスチャーの位置と、前記第１方向での前記ジェスチ
ャーの速度との、少なくとも１つに基づき、前記第１ジェスチャーに関連付けられた大き
さメトリックを判定する段階を含む、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ディスプレイに、前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプレイ上に表示さ
れた前記医療関連情報上で、１つまたは複数の対応するコマンドを有効にさせる段階を含
む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記１つまたは複数の対応するコマンドの各々は、方向性および大きさメトリックを含
み、
　前記ディスプレイに、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する１つの前
記方向性および前記大きさメトリックに基づいて、前記ディスプレイ上で表示される前記
医療関連情報上で、前記１つまたは複数の対応するコマンドの前記対応する１つを有効に
させる段階を更に含む、請求項４３から４９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記特定のジェスチャーは、前記医療従事者の手の１つを、前記投影面の閾値距離内の
位置へ動かすことを含む、請求項４２から５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５６】
　前記医療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンの前記特定の１つと、前記対応する機能との前記選択として解釈した後で、プロジェク
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タに、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つと、前記対応す
る機能とが選択されたという表示を、前記ユーザインタフェースメニュー画像内に投影さ
せる段階を含む、請求項３５から５５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５７】
　前記プロジェクタに、前記ユーザインタフェースメニュー画像内に前記表示を投影させ
る段階と、および、前記医療従事者の身体の一部および前記医療従事者によって使用され
ている器具のうち、１つまたは複数に、前記表示を含む前記ユーザインタフェースメニュ
ー画像の一部を投影する段階とを含む、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　前記ディスプレイに、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１
つの前記選択に少なくとも部分的に基づいて、医療関連情報を含む複数の画像の中の、特
定の医療関連情報を含む特定の画像を表示させる段階を含む、請求項３５から５７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５９】
　前記投影面の反射率、および、前記投影面の色のうち、少なくとも１つを示す測定デー
タに基づいて、前記ユーザインタフェースメニュー画像の前記投影を調節する段階を含む
、請求項３５から５８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
　本明細書に開示されている、他のいずれかの特徴、特徴のコンビネーション、または、
特徴のサブコンビネーションを含む、請求項３５から５９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６１】
　外科的処置を実施するためのシステムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面上に投影するためのプロジェクタであって
、前記ユーザインタフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクショ
ンを含み、各ユーザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュ
ー画像の異なる部分を占め、対応する機能に関連付けられている、プロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャするた
めの３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続されるコント
ローラであって、
　前記３次元位置情報を解釈することによって、３次元光学センサと前記投影面との間の
空間における医療従事者の手の位置を推定すること、および、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する手の位置、およ
び、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医療従事者
の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１
つ、および、前記対応する機能の選択と解釈することとを行う、コントローラと、
　ディスプレイと
　を備え、
　前記コントローラは、前記ディスプレイ上に複数の画像を表示させるべく接続され、医
療関連情報を含む画像を前記ディスプレイ上に表示し、前記医療関連情報は、前記複数の
ユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つの前記選択に少なくとも部分的に
基づく、
　システム。
【請求項６２】
　外科的処置を実施するための方法であって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階であって、前記ユーザイン
タフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクションを含み、各ユー
ザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュー画像の異なる部
分を占め、対応する機能に関連付けられている、段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャする段



(42) JP 2017-533487 A 2017.11.9

階と、
　前記検知ボリューム内の医療従事者の手の位置を推定するべく、前記３次元位置情報を
解釈する段階と、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する前記手の前記位
置、および、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医
療従事者の前記手の前記位置が、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つ、および、前記対応する機能の選択であると解釈する段階と、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つの前記選択に少なく
とも部分的に基づく、医療関連情報を含む画像を表示する段階と
　を含む、方法。
【請求項６３】
　医療従事者が医療処置の間に医療関連情報とインタラクトすることを可能にするシステ
ムであって、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影するためのプロジェクタであって、
前記ユーザインタフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクション
を含み、各ユーザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュー
画像の異なる部分を占め、対応する機能に関連付けられている、プロジェクタと、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャするた
めの３次元光学撮像システムと、
　前記３次元光学撮像システムから前記３次元位置情報を受け取るべく接続されているコ
ントローラであって、
　前記３次元光学撮像システムと前記投影面との間の空間における前記医療従事者の手の
位置を推定するべく、前記３次元位置情報を解釈すること、および、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する前記手の前記位
置、および、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医
療従事者の手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定
の１つ、および、前記対応する機能の選択であると解釈することとを行う、コントローラ
と、
　ディスプレイと
　を備え、
　前記コントローラは、前記ディスプレイ上に複数の画像を表示するべく接続され、医療
関連情報を含む画像を前記ディスプレイ上に表示するよう指示し、前記医療関連情報は、
前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記特定の１つの前記選択に少なくと
も部分的に基づく、
　システム。
【請求項６４】
　医療従事者が医療処置中に医療関連情報とインタラクトすることを可能にする方法であ
って、
　ユーザインタフェースメニュー画像を投影面に投影する段階であって、前記ユーザイン
タフェースメニュー画像は、複数のユーザインタフェース画像セクションを含み、各ユー
ザインタフェース画像セクションは、前記ユーザインタフェースメニュー画像の異なる部
分を占め、対応する機能に関連付けられている、段階と、
　前記投影面を含む検知ボリューム内の複数の物体の３次元位置情報をキャプチャする段
階と、
　前記検知ボリューム内の前記医療従事者の手の位置を推定するべく、前記３次元位置情
報を解釈する段階と、
　前記複数のユーザインタフェース画像セクションの特定の１つに対する前記手の前記位
置、および、前記手の前記位置と１つまたは複数の閾値との比較のみに基づいて、前記医
療従事者の前記手の前記位置を、前記複数のユーザインタフェース画像セクションの前記
特定の１つ、および、前記対応する機能の選択であると解釈する段階と、
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　医療関連情報を含む画像を表示する段階であって、前記画像は前記複数のユーザインタ
フェース画像セクションの前記特定の１つの前記選択に少なくとも部分的に基づく、段階
と
　を含む、方法。
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